
平成３０年度第３回宇都宮市地産地消推進会議 次第 

 

日時：平成３０年１１月１９日（月） 

午後１０時３０分～ 

場所：市役所３階議会棟第２委員会室 

 
 
１ 開会 

 

 

２ 報告事項 

・「第２次宇都宮市食料・農業・農村基本計画」の見直しについて 

 

３ 議事 

 ・「第２次宇都宮市地産地消推進計画」の見直しについて 

 

４ その他 

 ・平成３０年度上半期の事業報告について 

 

５ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【配布資料】 

・宇都宮市地産地消推進会議委員名簿 

・見直し体制及びスケジュールについて 

・本市農業の現状と課題の整理 報告事項 資料１－１ 

・課題と施策の方向性について 報告事項 資料１－２ 

・「稼げる農業」のための生産構造 報告事項 資料１－２別紙 

・本市が目指す農業都市像について 報告事項 資料２ 

・リーディングプロジェクトについて 報告事項 資料３ 

・施策体系について 報告事項 資料４ 

・都市農業振興に関する取組方針について 報告事項 資料５ 

・本市を取り巻く環境の変化 報告事項 資料１参考１ 

・本市農業の現状 報告事項 資料１参考２ 

・地域別農業の現状 報告事項 資料１参考３ 

・課題の分類 報告事項 資料１参考４ 

・第６次総合計画（概要版）抜粋 報告事項 資料１参考５ 

・地産地消に関する取組方針について 議案 資料１ 

・前回の地産地消推進会議における意見等に関連する施策事業 議案 資料２ 

・第２次宇都宮市地産地消推進計画（概要版） 参考資料１ 

・平成３０年度上半期事業報告 その他報告事項 
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宇都宮市地産地消推進会議委員名簿 

 

 

 

 

 

 

役 職 No 氏   名 職 業 等 任期 備考 

第１号

委員 

（市議

会議員） 

1 福田
ふ く だ

 久美子
く み こ

 市議会議員 
平成29年6月12日～

平成 31 年 6月 11 日 
 

2 篠
しの

﨑
ざき

 圭一
けいいち

 市議会議員 
平成30年6月15日～

平成 31 年 6月 11 日
 

第２号

委員 

（学識

経験者） 

3 小林
こばやし

 一成
かずなり

 栃木県河内農業振興事務所 所長 
平成 30 年 4 月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日 
 

4 志賀
し が

 徹
とおる

 宇都宮大学 名誉教授 
平成 29 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
会長 

第３号

委員 

（関係

団体の

代表） 

5 石原
いしはら

 典男
の り お

 宇都宮農業協同組合 常務 
平成 30 年 4 月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日 
副会長

6 上野
う え の

 敏光
としみつ

 河宇ファーマーズショップ連絡会 会長 〃  

7 金枝
かなえだ

 右子
ゆ う こ

 宇都宮市消費者友の会 会長 
平成 29 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

8 山口
やまぐち

 和子
か ず こ

 
宇都宮市農村生活研究グループ協議会  

会長 

平成 30 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

9 塩井
し お い

 重利
しげとし

 
宇都宮市園芸振興連絡協議会  

副協議会長 

平成 30 年 6月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

10 田野邉
た の べ

 大介
だいすけ

 
東一宇都宮青果株式会社  

代表取締役社長 

平成 29 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

11 田村
た む ら

 健一
けんいち

 
栃木県飲食業生活衛生同業組合 

宇都宮大衆支部 支部長 
〃  

12 店
たな

橋
はし

 宏尚
ひろなお

 
公益社団法人 宇都宮青年会議所  

常任理事  

平成 30 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

13 増渕
ますぶち

 祥子
さ ち こ

 
宇都宮市食生活改善推進連絡協議会  

会長 

平成 29 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

14 佐藤
さ と う

 要
かなめ

 宇都宮市ＰＴＡ連合会 常任理事 
平成 30 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

15 松本
まつもと

 謙
ゆずる

 
株式会社ファーマーズ・フォレスト 

代表取締役社長 

平成 29 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

16 星野
ほ し の

 安男
や す お

 宇都宮青果商業協同組合 理事長 〃  

17 市川
いちかわ

 裕二
ゆ う じ

 
株式会社東武宇都宮百貨店  

食品・レストラン部 部長 

平成 30 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

18 若 林
わかばやし

 二三夫
ふ み お

 株式会社オータニ 執行役員商品部部長 
平成 29 年 4月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

第４号委

員（市長が

適当と認

める者） 

19 小林
こばやし

 拓
たく

馬
ま

 市民公募 
平成 30 年 7月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
 

20 根本
ね も と

 ひとみ 市民公募 
平成 30 年 7月 1 日～

平成 31 年 3月 31 日
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宇都宮市地産地消推進会議 事務局名簿 
 

役 職 氏 名 所   属 

事務局長 大島 誠司 農林生産流通課 課長 

事務局次長 大家 哲 農林生産流通課 課長補佐 森林整備・鳥獣対策グループ係長兼務 

事務局 

大島 健一 農林生産流通課 農産物マーケティンググループ係長 

石川 恵美 農林生産流通課 農産物マーケティンググループ総括 

河野 勝 農林生産流通課 農産物マーケティンググループ 

手塚 睦 農林生産流通課 農産物マーケティンググループ 

田﨑 里佳 農林生産流通課 農産物マーケティンググループ 

杉山 敬宏 農業企画課 企画調整グループ係長 

坪井 知子 農業企画課 企画調整グループ 

オブザーバー 
福田 行男 ＪＡうつのみや 総合販売課次長 

中里 茂 栃木県河内農業振興事務所企画振興部企画振興課振興チーム部長補佐 



１ 
 

見直し体制及びスケジュールについて 

 

１ 見直し体制について 

⑴ 庁内組織における検討 

   ・ 計画策定委員会（役割：現状や展望の調査・分析，計画原案の作成） 

 

⑵ 庁外組織における検討 

 ・ 宇都宮市農業振興対策審議会（役割：計画原案の審議，市長の諮問に対する答申） 

・ 宇都宮市地産地消推進会議（役割：地産地消に関する取組方針の検討） 

 

 ⑶ 市民意見の反映 

  ・ パブリックコメント（役割：市民から幅広く意見聴取） 

 

 

 

 

 

                           諮問 

 

 

                           答申 

 

５ 見直しスケジュールについて 別紙１参照 

 

 

 

 

 

 

                           意見の 

                           反映 

 

 

 

 

 

 

 

                           意見の 

                           反映 

 

 

※ その他，「アンケート調査」により市民意識やニーズ等を把握するとともに，「生産・流通関係団体に対するヒアリング  

調査」等を実施し，農業・農村振興施策に関して様々な立場から幅広く意見を聴取し，計画の見直しに反映させていく。 

庁内組織 庁外組織 

庁議（審議・報告） 

ワーキンググループ 

委員会を構成する課の課長補佐，係長等 

策定委員会 

 

委員長 ：経済部次長（農政担当） 

副委員長：農業企画課長 

委員  ：財政課長，政策審議室長， 

健康増進課長，環境政策課長， 

産業政策課長，商工振興課長， 

観光交流課長，都市魅力創造課長， 

農林生産流通課長，中央卸売市場次長， 

都市計画課長，学校健康課長， 

農業委員会事務局次長 

 

※ その他，必要に応じて関係課が出席 

関係部長・関係次長会議 

（必要に応じて開催） 

 

農業振興対策審議会 

 

市議会議員 

農業委員会委員 

農業関係団体代表者 

行政機関 

学識経験者 

公募委員 等 

市民意見 

パブリックコメント 

地産地消推進会議 

 

市議会議員 

学識経験者 

消費・流通関係団体代表者 等



２ 
 

２ 見直しスケジュールについて 

 

年 月 
地産地消推進会議 

（３回開催予定） 

庁  内 策定委員会等 

庁  外 農業振興対策審議会 

市民意見 パブリックコメント 

Ｈ３０ 

５ 
 庁  外農業新興対策審議会（第１回） 

【市長からの諮問】 

６   

７ 

地産地消推進会議（第２回） 

・ 地産地消に関するこれまでの取組を

踏まえた現状と課題の整理 等 

庁  内 策定委員会（第１回） 

 ・ これまでの取組（中間評価）を踏まえ

た現状と課題の整理 

    ・ 取組の方向性の検討 等 

庁  外 農業振興対策審議会（第２回） 

・ これまでの取組（中間評価）を踏まえ

た現状と課題の整理 

・ 取組の方向性の検討 等 

８ 

 庁  内 策定委員会（第２回） 

    ・ 施策体系の整理  

    ・ リーディングプロジェクトの検討 等

９   

１０ 

 庁  内 策定委員会（第３回） 

     ・ 地域別現状の整理 

     ・ 本市が目指す農業都市像の検討 

・ 地産地消と都市農業振興に関する取

組方針の検討 等 

１１ 

地産地消推進会議（第３回） 

・ 地産地消に関する取組方針の検討 

庁  外 農業振興対策審議会（第３回） 

・ 本市が目指す農業都市像の検討 

・ 施策体系の整理 

・ 地産地消と都市農業振興に関する取組

方針の検討 

・ リーディングプロジェクトの検討 

庁  内 策定委員会（第４回） 

 ・ 計画素案の検討 等 

庁  内 関係部長会議 

    ・ 計画素案の検討 等 

１２ 

 

 

地産地消推進会議（各委員へ郵送） 

・ 計画素案の確認 

庁  内 政策会議 

 ・ 計画素案の検討 等 

庁  外 農業振興対策審議会（各委員へ郵送） 

・ 計画素案の確認 

 

 

 

 



３ 
 

Ｈ３１ 

１ 

地産地消推進会議 

・各委員の意見を集約して反映 

 

市民意見 パブリックコメント 

    ・ 市民からの意見聴取 

２ 

 庁  内 策定委員会（第５回） 

    ・ パブリックコメントへの対応 

    ・ 計画案の検討 

庁  外 農業振興対策審議会（第４回） 

・ パブリックコメントへの対応 

・ 計画案と答申案の審議 

３ 

 庁  外 農業振興対策審議会（第５回） 

【市長への答申】 

庁  内 策定委員会（第６回） 

    ・ 計画案の作成 

 庁議 

    ・ 計画の決定・公表 
 



本市農業の現状と課題の整理 

◎ 趣旨 

  本市農業を取り巻く環境の変化を捉えるとともに，全国的な傾向との比較や目標等の達成状況から本市農業の現状を強みと弱みに分類した上で課題を抽出するもの 資料１参考１～資料１参考３ 

 

 

 

 
機会 脅威 

【世界】 

① 世界の食料需要の拡大 

【国・県】 

② 全国的な新規就農の拡大 

③ 技術革新の進展 

④ 農地集積に向けた環境整備の進展 

⑤ 農業生産基盤の整備に向けた新事業の創設 

⑥ 輸出に向けた環境整備の進展 

⑦ 農業・農村の価値の再認識 

⑧ 都市農業振興基本法の制定 

⑨ ユニバーサル農業に関する県のマッチング事業の創設 

【世界】 

① 経済連携協定によるグローバル化の進行 

② 持続性の高い農業への要請の高まり 

【国・県】 

③ 食料自給率の低迷 

④ 労働力の減少・不足 

⑤ 産地間競争の激化 

⑥ 米の消費の減少・需要の変化 

⑦ 青果物流通の卸売市場経由率の低下 

➇ 食の外部化の進行 

⑨ 国際水準ＧＡＰ取得の加速化 

⑩ 気候変動リスクの高まり 

強
み 

➊ 担い手となる経営体の増加 

➋ 基幹作物・特色ある農産物の存在 

➌ 市民の地場農産物に関するニーズの高まり 

➍ 食品関連企業の存在 

➎ 消費地へのアクセスの良さ 

➏ ＪＡ生産部会におけるＧＡＰの定着 

➐ ＮＣＣ形成ビジョンにおける地域拠点の配置 

【Ⅰ】市の農業の強みを活かし，機会を捉える 

１ 若年の新規就農者の確保  

➊×②  

２ 地産地消の拡大   

➌×⑦⑧ 

３ 国内外の販路創出・拡大   

➋➍×①⑥ 

４ ＮＣＣ形成ビジョンに基づく地域拠点の活性化   

➐×⑦ 

【Ⅱ】市の農業の強みを活かし，脅威をはねのける 

１ ブランド園芸品目の生産拡大・知名度向上   

➋➌➍➏×⑤⑦➇ 

２ 需要を見据えた生産・販売の強化   

➋➌➍➎➏×③⑦➇ 

３ 宇都宮産農産物の魅力ＰＲ    

➌➎➏×⑤➇ 

 

弱
み 

➊ 労働力不足の深刻化 

要因：高齢化 

➋ 集落営農組織化の遅れ 

要因：地域の合意形成に向けて中心となる農業者の不在 

➌ 認定農業者の平均所得の伸び悩み 

要因：土地利用型農業の規模不足，園芸作物の収量不足 

➍ 経営耕地の縮小・耕作放棄地の拡大 

要因：農業者の減少・高齢化 

➎ ほ場の大区画化と集積の遅れ 

要因：地域の合意形成に向けて中心となる農業者の不在 

➏ 省力化の遅れ 

要因：機械化，調製施設等の不足 

➐ 直売所の地場農産物の不足 

要因：出荷する農業者の高齢化 

➑ 直売所の出荷における生産履歴記帳の不徹底 

要因：直売所の意識不足 

➒ 市民の農業理解の伸び悩み 

要因：身近で農とふれあう機会の不足 

➓ 引き受け手のない農地の増加 

要因：農地所有者の世代交代 

⓫ 有害鳥獣被害の拡大 

要因：荒廃農地の存在 
 

【Ⅲ】機会を捉え，弱みを克服する 

１ 効率的な生産基盤の整備    

➊➋➌➍➎➏×⑤ 

２ 農地集積による担い手の経営規模拡大    

➋➌➍➎➓×③④ 

３ 機械化・スマート農業の推進    

➊➏×③ 

４ 安全・安心の見える化（地産地消） 

➐➑➒×⑦⑧ 

５ 安全・安心の見える化（販路拡大） 

➑➒×⑥ 

６ 農地の守り手の確保・育成    

➍➎⓫×④⑤ 

７ 市民の農業理解の促進    

➒×⑦➇⑨ 

８ ユニバーサル農業の推進    

➊×⑨ 

９ 定年帰農の推進    

➊➋➍➐➓×⑦➇ 

１０ 都市農業の振興・都市農地の保全   

➐➒✕⑧ 

【Ⅳ】弱みと脅威が重なり，現状の悪化を防ぐ 

１ 効率的な生産活動を行う大規模な経営体の育成   

➊➋➌➍➓×④ 

２ 土地利用型園芸の生産性向上   

➍➎➏×①③④⑤⑥ 

３ 高収益作物の生産拡大    

➌×⑤⑥ 

４ 環境保全型農業の推進    

➒×②⑨ 

５ 災害等に強い環境づくり    

⓫×⑩ 

生産力

販売力

地域力

生産力

販売力

地域力

販売力

生産力

地域力

本
市
農
業
の
現
状 

本市農業を取り巻く環境の変化 

報告事項 資料１－１ 
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課題と施策の方向性について 

 

◎ 趣旨 

   資料１－１で抽出した課題を施策の柱ごとに分類し，施策体系を再構築するとともに，これま 

での取組の評価や本市のまちづくりの考え方等を踏まえ，今後，重点的に取り組む必要がある課 

題を捉え，施策の方向性を策定するもの 資料１参考４ 

 

１ 生産力 

  【課題】                    【施策の方向性】 

   ・ 効率的な生産活動を行う大規模な経営体の育成 

・ 若年の新規就農者の確保 

   ・ 土地利用型園芸の生産性向上 

   ・ 機械化・スマート農業の促進 

・ 高収益作物の生産拡大 

・ 農地集積による担い手の経営規模拡大 

・ 効率的な生産基盤の整備 

・ 災害等に強い環境づくり 

   ⇒ 担い手の確保・育成，生産体制の高度化・効率化，生産基盤（農地）の整備など，担い手・

技術・基盤の力を最大限に発揮し，「生産性向上を図るための構造改革」を行う必要がある。 

 

  ２ 販売力 

   【課題】                    【施策の方向性】 

・ 国内外の販路創出・拡大 

・ 宇都宮産農産物の魅力ＰＲ 

・ ブランド園芸品目の生産拡大・知名度向上 

   ・ 需要を見据えた生産・販売の強化 

   ・ 安全・安心の見える化（販路拡大） 

  ・ 地産地消の拡大 

   ・ 安全・安心の見える化（地産地消） 

   ⇒ マーケティングの強化や市場を意識した農産物の生産振興，地産地消の強化など，販売単

価や販売量を高める取組を推進し，「高く・多く売れる農産物づくり」を行う必要がある。 

 

  ３ 地域力 

   【課題】                      【施策の方向性】 

   ・ 定年帰農の推進 

・ ユニバーサル農業の推進 

・ 農地の守り手の確保・育成 

・ 環境保全型農業の推進 

・ ＮＣＣ形成ビジョンに基づく地域拠点の活性化 

   ・ 市民の農業理解の促進・・・・・・・・・・・・・・・農業・農村の魅力発信 

   ・ 都市農業の振興・都市農地の保全・・・・・・・・・・都市農業の振興 

   ⇒ 担い手を支える人材の確保や農業・農村環境の向上など農村の活性化をはじめ農業・農村

の魅力発信や都市農業の振興等により，市街化区域を含めた市域全体において，農業者を含

めた市民が一体となり「地域ぐるみで本市の農業・農村を支える体制づくり」が必要である。 

 

 

 

報告事項 資料１－２ 

地域に必要な担い手の確保・育成 

生産体制の高度化・効率化 

市民と農家を結ぶ地産地消の強化  

農村の活性化 

マーケティングの強化 

市場を意識した農産物の生産振興 

生産性・効率性の高い生産基盤の整備 

   ：重点課題（考え方は後述）  
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【  ：重点課題の考え方】 

① 本市農業の持続的発展のために重要となる「稼げる農業」の生産構造の確立に関わる課題 

⇒ 農業経営形態の最適化,農地のフル活用 資料１－２別紙 

 

② 第６次宇都宮市総合計画に掲げる重点プロジェクト（※）の取組テーマに関わる課題 

※「ＩＣＴで暮らしもまちも元気プロジェクト」，「ブランド発掘・創造・発信プロジェクト」 

⇒ ＩＣＴを活用した農業の促進，大谷夏いちごの販路拡大 資料１参考５ 

 

③ 現行計画の目標のうち未達成のもの（※）であり，取組の強化が必要な課題 

※「宇都宮の農業を大切にしたいと思う市民の割合」 

⇒ 市民農業理解の促進 

 

【参考：現行計画の目標達成状況】（第２回宇都宮市農業振興対策審議会において審議） 

地域力「宇都宮の農業を大切にしたいと思う市民の割合」 

年 度 Ｈ２５ Ｈ２９ Ｈ３５ 

目 標 － ３４．３％ ５０．０％以上 

実 績 ２３．７％ ２９．６％ － 

達成率 － ８６．３％ － 
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「稼げる農業」のための生産構造 

 

１ 本市農業の現状と今後の方向性 

 ⑴ 本市農業の現状 

  ア 農業者 

   ◎ 新規就農者の継続的な確保 （１０年間で２４６戸を確保） 

 △ 農家戸数及び経営耕地の減少（１０年間で農家は１，４７８戸減少し「平成２７年度５，２１８戸」， 

経営耕地は８７７ｈａ減少し「平成２７年度９，８９９ｈａ」） 

△ 農業従事者の高齢化の進行 （１０年間で高齢化率は７．８ポイント進行し「平成２７年度５９．１％」） 

  イ 農地・農作物 

◎ 野菜への生産転換の進展  （１０年間で野菜の産出額が５０％増加） 

△ 耕作放棄地の増加     （１０年間で１４８ｈａ増加し「平成２７年度６７４ｈａ」） 

△ 主食用米の需要減     （１０年間で需要量が１０％減少） 

 

⑵ 今後の方向性 

本市農業が持続的に力強く発展していくためには，農業者の減少と高齢化が進行する中にあっても持続可能

であり，さらには，農業者の所得が向上し，農業者が夢や希望を持って営農を続けることができ，選ばれる職

業として後継者等が就農する，いわゆる「稼げる農業」の確立が重要であり，そのための「農業者」や「農地・

農作物」の生産構造の改革が必要 

 

２ 「稼げる農業」のための生産構造改革 

 ⑴ 基本的な考え方 

農業者が減少していく中であっても「農業経営の改善に意欲的に取り組む担い手」が他産業並みの所得（※） 

（５８０万円）を稼げる生産構造を確立するため，営農の組織化・法人化など担い手の経営形態の転換を図る。 

※ 収入金額から必要経費を差し引いたもの 

 

⑵ 目指す生産構造に向けて必要な取組 

  次の取組について，地域の農業関係者の話合い・合意形成を基に進める。 

  農業経営形態の最適化 

・営農の組織化・法人化による「大規模経営体の確保・育成」 

・兼業農家や自給的農家など「小規模農家等の大規模経営体への参画促進」（※） 

・施設園芸の更なる振興（新規就農者や企業参入の促進） 

         ・既存の農業経営基盤の継承（農業経営の第三者継承の促進） 

   

農地のフル活用 

・大規模な担い手の営農状況に合った「生産基盤の再整備」（水田再整備による大区画化） 

・機械化一貫体系による「大規模露地園芸の振興」（露地園芸用機械の共同利用の促進） 

 

  ※ 農業従事者全体の維持に向けた取組 

    その他耕作者は，集落営農の組織化や農業・農村が持つ多面的機能の維持・発揮に重要な存在であること

から，担い手を支える農業従事者として最大限維持 

⇒ 農業従事者として地域営農に参画できる仕組みを確立 

土地利用型 
・ 

露地園芸 

施設園芸 

果樹・畜産 

報告事項 資料１－２別紙 
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【参考】農業者の増減イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 現状 
１０年後 

（目指す姿） 
増減 

農家戸数全体 ５，２１８戸 ２，６４５戸 ▲２，５７３戸

内

訳 

担い手 

稼げる農業者 

（経営体） 
３３０戸 １，５１０戸 ＋１，１８０戸

その他担い手 ６５４戸 ０戸 ▲  ６５４戸

その他耕作者 ４，２３４戸 １，１３５戸 ▲３，０９９戸
 
 

農家戸数 

担い手 

（稼げる農業経営体） 

その他耕作者 

担い手を支える農業従事者 

稼げる農業者 

担い手 

担い手を支える農業従事者 

その他耕作者 

施策展開 

農家戸数
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本市が目指す農業都市像について 

 

◎ 趣旨 

  資料１－２で策定した施策の方向性を踏まえ，本市が目指す農業都市像を描くもの 

 

１ 本市が目指す農業都市像について 

 ⑴ 本市農業の役割 

   本市農業の役割として，食料・農業・農村基本法に規定される「食料の安定供給」，「多面的機

能の発揮」に加え，本市独自に「本市経済の活性化」を担う主要産業としての１つとして位置付

け，その持続的な発展に向けて，農業・農村の振興に取り組むこととしている。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ⑵ 今後の方向性 

本市農業がその役割として「食料の安定供給」を確保しつつ，主要な産業の１つとして本市

の「経済の活性化」に寄与していくためには，「生産性向上を図るための構造改革」と「高く・

多く売れる農産物づくり」が必要（稼げる農業の実現） 

また，「多面的機能の発揮」のためには，「地域ぐるみで本市の農業・農村を支える体制づく

り」が必要  

報告事項 資料２ 

農村の振興 

農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれることにより，農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしている 

本市農業の役割 

食料の安定供給 

人の生命に欠くことができないもの 

【食料・農業・農村基本法に規定】 

多面的機能の発揮 

農業生産活動により生ずる機能 

（自然環境保全，教育活動の場等） 

【食料・農業・農村基本法に規定】

経済の活性化 

本市の主要産業の１つとして寄与 

【本市独自に位置付け】 

農業の振興 

「食料供給機能」・「経済活性化機能」・「多面的機能」を有している 
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 ⑶ 基本理念及び基本目標 

   現行計画においては，基本理念（あるべき状態）について，次の３つの側面から定めている。 

① 農業者（生産力） 

② 消費者（販売力） 

③ 市 民（地域力） 

このうち，消費者（販売力）の側面については，今後の方向性において「高く・多く売れる農

産物づくり」が必要であることを踏まえ，消費者が求める農産物づくりの要素を加えた概念に見

直しを行う。 

また，市民（地域力）の側面については，今後の方向性において，市域全体で農業者を含めた

市民が一体となった「地域ぐるみで本市の農業・農村を支える体制づくり」が必要であることを

踏まえ，地域全体で支える体制づくりの要素を加えた概念に見直しを行う。 

その上で，引き続き，生産力・販売力・地域力の３つの力の向上を図ることを基本目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

基本理念（あるべき状態） 

消費者 

欲しい農産物をいつでも身近に味わえる 

               市民・地域コミュニティ

                                        農業王国へ貢献し，その恩恵を受ける
農業者 

自信と誇りを持って元気に楽しく営農 

基本目標 

「生産力」の向上 

農業の将来性を豊かにする力  

農の魅力の向上

「地域力」の向上 

農業・農村を支える力  

消費者満足度の向上

「販売力」の向上 

市場ニーズに応える力 

農業所得の向上 



3 
 

 ⑷ 目指す農業構造（「稼げる農業」と「地域ぐるみで農業・農村を支える体制」の実現） 

 

 
       農家：５，２１８戸    農地：１２，２００ｈａ   産出額：２１９億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       農家：２，６４５戸    農地：１２，１４５ｈａ   産出額：２８１億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

園芸作物 耕作放棄地 土地利用型作物（米・麦・大豆など） 

 
 

その他耕作者（兼業農家・自給的農家） 

担い手（稼げる農業経営体） 

（担い手を支える農業従事者） ① 

② 

③ 

④ 

稼

げ

る

農

業

消費者・市民・地域コミュニティ 

地域ぐるみで農業・農村を支える体制 

 

１，５１０戸（５７％）  

（担い手を支える農業者９００人） 

 

 

 

１，１３５戸（４３％） 

 

９８４戸（１９％） 

 

 

４，２３４戸（８１％） 

 

米・麦・大豆等（６６％）

 

 

 

露地・施設（２８％）  

 

（６％）

「農業者等の話合いによる合意形成」と「行政等による効果的な事業実施」による施策推進

① 担い手（大規模経営体）の農業経営に対するその他耕作者の参画促進 

② 土地利用型農業から園芸農業への転換 

③ 施設園芸における新規就農の促進 

④ 生産基盤の再整備による農地のフル活用

担い手（専業農家）  

担い手  (稼げる農業経営体) 

兼業農家・自給的農家  

兼業農家・自給的農家  

土地利用型作物  

園芸作物  

耕作放棄地  

 

米・麦・大豆等（６２％）

 

 

 

露地・施設（３８％）  

 

土地利用型作物  

園芸作物  

 

 ７１億円（３２％）  
 
 

１１３億円（５２％）  
 
 
 

３５億円（１６％）  

土地利用型作物  

園芸作物  

畜産  

 

 ６５億円（２３％）  
 
 

１８１億円（６４％）  
 
 
 

３５億円（１２％）  

土地利用型作物  

園芸作物  

畜産  

現状 

１０年後 



4 
 

 ⑸ 目標指標 

ア 生産力 

    本市農地を最大限活用し，全ての担い手（認定農業者）が「稼げる農業」に取り組む農業構

造を実現することにより，本市農業の「将来性」を豊かにし，経済の活性化につなげる。 

   【目標指標】 

・ 「稼げる農業」の確立を１０年後に見据え，それに向けて，目標年度の５年後に必要な

数の担い手全てが農業所得５８０万円以上を稼いでいる状態を新たに目標に設定 

指標 
現状 

（２０１７年） 

目標 

（２０２３年）

農業所得５８０万円以上の認定農業者数 ４２３経営体 ９００経営体

   

イ 販売力 

消費者ニーズに応じた農産物の生産振興と，地産地消の推進により，宇都宮産農産物の「市

場ニーズに応える力」を高め，農業所得の向上や食料の生産・供給を通じた市民生活の保障に

つなげる。 

   【目標指標】 

・ 直売所販売や企業との事前契約に基づく業務用作物の販売などが拡大傾向にあるため，

「市場ニーズに応える力」を高めていく指標として，市場取扱額だけでなく全体の流通量

の増加を測る「農業産出額」を目標に設定 

・ 目標額は，「稼げる農業」の確立に向けて向上させる生産力を踏まえて算出 

指標 
現状 

（２０１６年） 

目標 

（２０２３年）

市内外に流通する宇都宮産農産物の額（農業産出額） ２１９億円 ２５０億円

内訳 

うちＪＡ出荷・市場出荷 
９０．４億円 

（４１．３％） 

９６．５億円

（３８．６％）

うち直売その他直販※ 
１２８．９億円 

（５８．７％） 

１５３．５億円

（６１．４％）

            ※ 生産者が価格形成に関わることができ，有利販売につながる販路を通じた売上額 

 

  ウ 地域力 

    農村環境保全活動への市民参画や市民と農とのふれあいを促進し，地域ぐるみで「農業・農

村を支える力」を高め，農業・農村が持つ多面的機能の発揮につなげる。 

   【目標指標】 

・ 地域ぐるみで農業・農村を支える体制の構築に向けて，市民の意識を高めていく指標と

して，「宇都宮の農業を大切にしたいと思う市民の割合」を継続するが，数値は「大切にし

たい」と回答した市民の割合全体を把握するため，「非常にそう思う」のほか，「そう思う」

の割合を加えた合計に見直し 

指標 
現状 

（２０１７年） 

目標 

（２０２３年）

宇都宮の農業を大切にしたいと思う市民の割合 

（「非常にそう思う」と「そう思う」の割合の合計） 
８８．３％ １００％

 

 

 



リーディンングプロジェクトについて 

◎ 趣旨 

  資料２で策定した今後の方向性を踏まえ，リーディングプロジェクトを設定し，施策事業の重点化を図る

もの 

１ 攻めの農業 

・ 更なる生産者の農業所得の向上を図り，「稼げる農業」の実現に向けた施策事業を重点化 

・ 農業所得の向上に向けて，「１生産性向上を図るための構造改革」と「２高く・多く売れる農産物づく

り（販売量・販売単価の最大化）」を軸としたプロジェクトを設定 

プロジェクト 構成施策事業 

稼げる農業実現

プラン 

【目標】 

農業所得 

１，０００万円超

の認定農業者数 

 

（現 状） 

 １１８経営体 

 

（目標値） 

１９０経営体 

１ 生産性向上プロジェクト 

【目標１】集落営農組織数 

（現 状）２５経営体 

（目標値）４０経営体 

※ 数値は，担い手の組織化を測る指標として設定 

【目標２】担い手への農地集積率 

（現 状）５２．７％ 

（目標値）８０．０％ 

※ 数値は「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」における効率

的かつ安定的な農業経営に関する農地集積の目標値を指標に設定 

  大規模経営体の確保・育成や生産技術の高

度化，生産基盤の整備等を進め，生産性の向上

を図る。 

■①農業経営の法人化等の促進 

◎②ＩＣＴ導入の促進 

③農業機械等の導入促進 

◎④露地園芸の生産拡大 

⑤施設園芸の生産拡大 

■⑥担い手への農地の面的集積の促進 

◎⑦水田の再整備・大区画化 

■⑧技術・施設等の農業経営の継承 

２ 売れる農産物づくりプロジェクト 

【目標】直売その他直販額 

（農業産出額の内数として推計） 

（現 状）１２９億円 

（目標値）１５５億円 

※ 直売，通販，契約栽培など，生産者が価格形成に関わることがで

きて有利販売につながり，今後拡大が期待できる販路における流通

量を測る指標として設定 

多様な販売先を確保するとともに，市場ニ

ーズの応じた生産振興やブランド化等による

付加価値の創出等により，売上げの最大化を

図る。 

①国内外の市場ニーズの収集・分析 

■②需要に応じた米の生産振興 

■③需要に応じた業務用農産物の生産振興

④ブランド産品の品質向上に向けた支援

■⑤直売所等の充実・強化 

 

【参考】宇都宮産農産物の流通構造の現状と展望（５年後） 

農業産出額 ２５０億円 

米麦等 

７０．０億円 

園芸 

１４５．４億円 

畜産等 

３４．６億円 

ＪＡ出荷 直売その他直販 市場出荷 直売その他直販 市場出荷 直売その他直販

３９．２億円 

（５６％） 

３０．８億円 

（４４％） 

５０．９億円

（３５％）

９４．５億円

（６５％）

６．４億円 

（１８％） 

２８．２億円

（８２％）

報告事項 資料３ 

◎新規 ■拡充 



２ 守りの農業 

・ 引き続き，多面的機能の維持・保全に向けた環境保全活動等への市民参画を促進するなど，「市民が

一体となって地域ぐるみで本市の農業・農村を支える仕組み」の確立に向けた施策事業を重点化 

・ 「市民が一体となって地域ぐるみで本市の農業・農村を支える仕組み」の確立に向け，全ての市民が

宇都宮産農産物を購入することを通じて，農の恵みを享受し，農や食を大切にする心の醸成を図るため

の施策事業に新たに重点化 

プロジェクト 構成施策事業 

市民が支える

農業・農村確

立プラン 

【目標】 

本市農業を非

常に大切に思

う市民の割合 

 

（現 状） 

 ２９．６％ 

 

（目標値） 

５０．０％ 

３ 農の保全参画プロジェクト 

【目標】市内農地における環境保全活動 

カバー率 

（現 状）４０．３％ 

（目標値）８０．０％ 

※現行計画から継続 

  地域農業の支え手や守り手の確保・育

成に取り組むともに，住民主体の農村づ

くりを推進することで，市民参画による

良好な営農環境の維持・保全を図る。 

 

■①本市農業を支える農業者の確保・育成 

■②地域農業・農村の守り手の確保・育成 

■③農村の自然環境・景観の保全 

④住民主体の農村づくりの推進 

⑤環境のやさしい農業の推進 

４ 宇都宮産農産物買い支えプロジェクト

【目標】宇都宮産農産物を積極的に購入 

する市民の割合 

（現 状）７７．４％ 

（目標値） １００％ 

※現行計画から継続 

 農育・食育体験活動等を通じ，地域の

「食」や「農」を守る市民意識を醸成す

ることにより，宇都宮産農産物の購入を

促進し，持続可能な農業の確立を図る。

 

■①量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大 

■②直売所等の充実・強化 

③宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

④学校給食等における地産地消の推進 

■⑤農と食に関する意識啓発・魅力発信 

■⑥農育・食育体験活動等の充実・強化 

◎⑦生産工程の見える化 

⑧グリーン・ツーリズムの推進 

⑨都市農地近隣における直売の促進 

 

 

【参考】目指す姿（イメージ） 

 現状 5年後

22.6%

環境保全活動に参画する市民の割合

地場農産物を積極的に購入する市民の割合

その他の市民の割合

市民

全体

７７．４％

１００％

◎新規 ■拡充 
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施策体系について 

 

◎ 趣旨 

  資料１－１で導き出した課題を踏まえ，施策体系を整理するもの 

 

Ⅰ 生産力 ※個別施策欄の◎あは資料１－１において導き出した課題  ◎新規 ■拡充 □プロジェクト構成事業 

基本施策 個別施策 施策事業 

１地域に必

要な担い

手 の 確

保・育成 

⑴地域の中心となる担い手の確保・育成 

効率的な生産活動を行う大規模な経営体の育成 

 

「人・農地」プランの充実・強化 

■農業経営の法人化等の促進 

企業・法人等の参入拡大 

女性農業者の活躍促進 

⑵将来の担い手の確保 

 若年の新規就農者の確保 

若年層就農者の確保 

親元就農者の確保 

２生産体制

の高度

化・効率

化 

⑴効率的な生産技術の導入促進 

 土地利用型園芸の生産性向上 

 機械化・スマート農業の促進 

◎ＩＣＴ導入の促進 

■農業技術の改善促進 

 農業機械等の導入促進 

⑵収益性の高い作物の生産振興 

 高収益作物の生産拡大 

◎露地園芸の生産拡大 

施設園芸の生産拡大 

⑶農地利用の効率化 

 農地集積による担い手の経営規模拡大 

■担い手への農地の面的集積の促進 

３生産性・

効率性の

高い生産

基盤の整

備 

⑴効率的かつ災害に強い生産基盤の整備 

 効率的な生産基盤の整備 

 災害等に強い環境づくり 

◎水田の再整備・大区画化 

■水利施設等の計画的な整備・長寿命化 

⑵農業生産施設等の効率化 

 効率的な生産基盤の整備（再掲） 

■技術・施設等の農業経営の継承 

大規模共同利用施設の整備・利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 資料４ 



2 

Ⅱ 販売力 ※個別施策欄の◎あは資料１－１において導き出した課題  ◎新規 ■拡充 □プロジェクト構成事業 

基本施策 個別施策 施策事業 

１マーケテ

ィングの

強化 

⑴多様な販路の開拓 

 国内外の販路創出・拡大 

 

国内外の市場ニーズの収集・分析 

販路の開拓・拡大 

食品企業における地場農産物の利用促進 

⑵情報発信力の強化 

 宇都宮産農産物の魅力ＰＲ 

■多様なメディアを活用した広告・宣伝の強化

２市場を意

識した農

産物の生

産振興 

⑴需要に応じた農産物の生産振興 

 需要を見据えた生産・販売の強化 

■需要に応じた米の生産振興 

■需要に応じた業務用農産物の生産振興 

 市場を意識した農産物の生産に向けた支援 

⑵ブランド力の向上 

 ブランド園芸品目の生産拡大・知名度向上 

ブランド産品の品質向上に向けた支援 

新たなブランド産品の創出 

◎農業者の魅力・ブランド力の発揮 

⑶安全・安心の見える化 

 安全・安心の見える化（販路拡大） 

■販路拡大に向けたＧＡＰ普及の推進 

 

 

３市民と農

家を結ぶ

地産地消

の強化 

⑴手に入れやすい仕組みづくり 

 地産地消の拡大 

■量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大

■直売所等の充実・強化 

⑵市民が支える仕組みづくり 

 地産地消の拡大（再掲） 

 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

学校給食等における地産地消の推進 

■農と食に関する意識啓発・魅力発信 

■農育・食育体験活動等の充実・強化 

⑶安心感を高める仕組みづくり 

 安全・安心の見える化（地産地消） 

◎生産工程の見える化 

 環境にやさしい農業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅱ販売力」の「基本施策３」を「宇都宮市地産地消推進計画」に位置付け （議案） 
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Ⅲ 地域力 ※個別施策欄の◎あは資料１－１において導き出した課題  ◎新規 ■拡充 □プロジェクト構成事業 

基本施策 個別施策 施策事業 

１農村の活

性化 

⑴持続可能な営農環境の形成 

 定年帰農の推進 

 ユニバーサル農業の推進 

 農地の守り手の確保・育成 

 ＮＣＣ形成ビジョンに基づく地域拠点の活性化

■本市農業を支える農業者の確保・育成 

■地域農業・農村の守り手の確保・育成 

◎農村の生活機能の維持・向上 

 農道等の計画的な整備・保全 

⑵多面的機能の維持・向上 

 環境保全型農業の推進 

 

 

■農村の自然環境・景観の保全 

◎有害鳥獣被害対策の推進 

住民主体の農村づくりの推進 

農村文化・資源の保全・活用 

 環境にやさしい農業の推進（再掲） 

２農業・農

村の魅力

発信 

⑴農育・食育の推進 

 市民の農業理解の促進 

■農と食に関する意識啓発・魅力発信（再掲）

■農育・食育体験活動等の充実・強化（再掲）

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起（再掲） 

学校給食等における地産地消の推進（再掲）

⑵都市と農村の交流促進 

 市民の農業理解の促進（再掲） 

グリーン・ツーリズムの推進 

 

 

３都市農業

の振興 

⑴多様な機能の発揮 

 都市農業の振興・都市農地保全 

◎都市農地の適切な保全 

都市農地近隣における直売の促進 

学校における食農体験活動の実施（再掲） 

■農育・食育体験活動等の充実・強化（再掲）

■農と食に関する意識啓発・魅力発信（再掲）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ⅲ地域力」の「基本施策３」を「宇都宮市都市農業振興基本計画」に位置付け 資料５ 



都市農業振興に関する取組方針について 

 

◎ 趣旨 

  「第２次宇都宮市食料・農業・農村基本計画」（以下「基本計画」という。）の見直しに合わせて，国が策定

した「都市農業振興基本計画」を踏まえ，本市においても新たに都市農業振興に関する取組方針を「宇都宮市

都市農業振興基本計画（地方計画）」として基本計画に盛り込むに当たり，その取組方針と施策体系を整理する

もの 

 

１ 「宇都宮市の都市農業振興基本計画（地方計画）」について 

 ⑴ 対象（範囲） 

   市街化区域における農地（以下，「都市農地」という。）及びその周辺地域において行われる農業を対象と

する。（約５００ha） 

 

 ⑵ 策定の目的 

   平成２７年４月に制定された「都市農業振興基本法」は，都市農業の安定的な継続を図るとともに，都市

農業の有する機能（農産物の供給のみならず，農業体験・学習の場や生産者と住民の交流の場，良好な景観

の形成等）の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的としている。 

本市においては，法の趣旨と市内の都市農業の現状を踏まえ，本市が目指す「ネットワーク型コンパクト

シティ」の実現に向けた都市計画との連携を図りながら，都市農業の継続と都市農業の有する機能の発揮に

取り組む指針として策定する。 

 

 ⑶ 都市農業の現状 

  ア 都市農地の現状（平成３０年度「田畑売買価格等に関する調査」より農業委員会事務局集計） 

  

  

合計

面積（ha） 割合 面積（ha） 割合 面積（ha） 市街化調整区域 市街化区域

中央 2.3 0.0% 141.9 28.5% 144.2 1.6% 98.4%

平石 856.0 6.9% 16.2 3.3% 872.3 98.1% 1.9%

清原 1,450.0 11.7% 7.1 1.4% 1,457.1 99.5% 0.5%

瑞穂野 805.4 6.5% 0.3 0.1% 805.7 100.0% 0.0%

横川 617.0 5.0% 47.7 9.6% 664.7 92.8% 7.2%

雀宮 674.6 5.4% 42.4 8.5% 717.0 94.1% 5.9%

姿川 631.9 5.1% 94.1 18.9% 725.9 87.0% 13.0%

城山 1,000.0 8.1% 44.3 8.9% 1,044.4 95.8% 4.2%

国本 592.4 4.8% 38.1 7.7% 630.5 94.0% 6.0%

篠井 639.9 5.2% 0.0 0.0% 639.9 100.0% 0.0%

富屋 450.4 3.6% 0.0 0.0% 450.4 100.0% 0.0%

豊郷 701.7 5.7% 21.0 4.2% 722.7 97.1% 2.9%

河内 2,037.5 16.4% 17.6 3.5% 2,055.1 99.1% 0.9%

上河内 1,927.9 15.6% 26.8 5.4% 1,954.7 98.6% 1.4%

計 12,387.1 100.0% 497.6 100.0% 12,884.7 96.1% 3.9%

割合市街化調整区域 市街化区域

報告事項 資料５ 



  イ 中央地区の現状 

   【農家】 

    ・ 農家戸数          ８２戸（全体の １．６％） 

    ・ 担い手（認定農業者）数    ９人（全体の １．２％） 

   【居住】 

    ・ 人口    １８５，１１１人（全体の３５．４％） 

    ・ 世帯数    ８７，６１４戸（全体の３９．８％） 

 

  ウ 市民アンケート結果（平成３０年度食料・農業・農村に関するアンケート調査） 

［問］ 都市農業・都市農地に対するニーズについて 

   市街地など身近に農業や農地があることによって期待される以下の項目についてどう思いますか。 

  （「そう思う」・「ややそう思う」と回答した人の割合が上位だった項目） 

     ・ 「身近な直売所で新鮮で安全安心な農産物を購入できる」・・・９０％ 

     ・ 「農産物の供給源としての役割が期待できる」・・・・・・・・８６％ 

     ・ 「実体験として農業や食の大切さを学ぶことができる」・・・・８０％ 

 

調査方法：郵送配布・回収 

対  象：２０歳以上の８０歳未満の市民 男女各１，０００人 合計 ２，０００人 

調査期間：平成３０年５月 

回 収 数：７２１件（回収率：３６．１％） 

 

 

⑷ 取組方針（「第２次宇都宮市食料・農業・農村基本計画」における施策体系上の位置付け） 

市内の農地全体のうち，都市農地が占める割合は約４％であり，その他９６％を占める市街化調整区域の

農地が市内の農業生産の大半を支えているが，本市における都市農業は「新鮮で安全安心な農産物を購入で

きる場」や「農作業の体験・交流の場」など，市民が身近なところで農業に触れ合える場としてのニーズや

価値が高い。このようなことから，防災や景観形成の機能などに寄与する都市農地の適切な保全を軸として，

「都市農地近隣における直売の促進」や「農育・食育体験活動等の充実・強化」などの農の魅力の向上に向

けた施策事業を「地域力」の施策体系に位置付ける。 

  なお，担い手の確保・育成については，生産力の向上に向けた施策として農業振興地域における施策を基

本とする。 

 

  【計画体系】 

    Ⅲ 地域力 

基本施策 個別施策 施策事業 

３都市農業の振興 ⑴多様な機能の発揮 

 

都市農地の適切な保全 

都市農地近隣における直売の促進 

農育・食育体験活動等の充実・強化 

学校における食農体験活動の実施 

農と食に関する意識啓発・魅力発信 

 



 
 
 
 
 

報告事項に係る 

参 考 資 料 



本市農業を取り巻く環境の変化 

 機会 脅威 

世
界
の
状
況 

 
①世界の食料需要の拡大 
・世界人口は，２０１５年の７４億人から，２０３０年には８６億人に，２０５０年には

９８億人へと増加 
・人口の増加に伴い食料の需要は増加し，人口が増加する地域の食料輸入量が増加すると

予測 
 

 

①経済連携協定によるグローバル化の進行 
・米国やオーストラリア等参加１２か国の経済連携協定であるＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）については，米国が離脱となったが，

その後，包括的及び先進的なＴＰＰ（ＴＰＰ１１）として協議が進み，大筋合意 
・日本とＥＵの経済連携協定（ＥＰＡ）も大筋合意に至った。今後の関税撤廃による輸入農産物の価格低下が懸念 
 

②持続可能性の高い農業への要請の高まり 

・２０１５年の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ（※）により，地球環境や持続可能性に配慮した農業生産への要請が高まることが予測 

※ ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」にて記載された２０１６年から２０３０年までの国際目標 

 

国
・
県
の
状
況 

 

②全国的な新規就農の拡大 

・全国の新規就農者数は平成２５年の５０，８１０人から，平成２８年には６０，１５０

人へと拡大。特に４５歳未満の若年新規就農者と６５歳以上の定年帰農者の就農が拡大

しており，その中でも雇用就農が拡大 

 

③技術革新の進展 

・ロボット技術やＩＣＴ等の先端技術の先進技術の研究開発が進んでおり，省力化や高品

質生産等を可能にするスマート農業への期待の高まり 

 

④農地集積に向けた環境整備の進展 

・農地中間管理機構の創設（Ｈ２６～），担い手への農地集積率５５．２％（Ｈ３０．３） 

・所有者が不在等の遊休農地対策の進展（農地中間管理機構が権利を取得できるようにな

る等） 

 

⑤農地生産基盤の整備に向けた新事業の創設 

・農地中間管理機構が借り入れている農地について，都道府県により，農業者の費用負担

や同意を求めずに基盤整備が可能 

・整備を行っていない区画や小区画の農地の整備による大区画化の進展が期待 

 

⑥輸出に向けた環境整備の進展 

・検疫・食品規制への対応，品質や鮮度保持への対応等を目的とした施設整備，海外への

プロモーション強化を目的とした戦略策定や体制強化 
 

⑦農業・農村の価値の再認識 

・農村の資源や魅力を活かした地域活動やグリーンツーリズム等の展開，農泊や都市部と

行き交うライフスタイルの広がりなどの田園回帰の動き 

 

⑧都市農業振興基本法の制定 

・「宅地化すべきもの」から「あるべきもの」へ，都市農業が持つ多様な機能の発揮に向け

た振興施策の展開 
 
⑨ユニバーサル農業に関する県のマッチング事業の開始 

・「とちぎセルプセンター」を核に，農業者と障害者福祉施設双方の意向を集約し，適切な

連携先を紹介するマッチングを開始（平成３０年度～） 

 

 

③食料自給率の低迷 

・日本の食料自給率は，カロリーベースで３８％（平成２８年度）となっており，先進国の中で最低水準 

 

④労働力の減少・不足 

・人口減少等の影響により，平成２５年の０．９３倍から１．５倍と５年間で大幅に上昇し，様々な産業で就業者の不足が深刻化。特に農業

については，労働力の需要が一時期に集中するため，経営体ごとに安定雇用することが難しく，他の産業に比べて人手を確保しにくい。 

 

⑤産地間競争の激化 

・人口減少や高齢化による農業・農村の衰退が懸念されるとともに，国内消費の縮小に伴う市場でのシェア拡大に向けた競合の激化 

 

⑥米の消費の減少・需要の変化 

・米の消費量は減少傾向にあり，需要のある他の作物への転換や，一般家庭用と業務用それぞれの需要に応じた米づくりへシフト 

 

⑦青果物流通の卸売市場経由率の低下 

・青果物の大半が流通する卸売市場は，取扱量が長期にわたって減少傾向（平成２２年の６２．４％から平成２７年には５７．５％に低下） 

 

⑧食の外部化の進行 

・単身世帯や共働き世帯の増加等を背景に，家庭で食材を調理して食べる内食が減少し，総菜や弁当等の中食を中心とした食の外部化が進行 

・これに伴い，生鮮野菜の需要は，家計消費用が減少し，加工・業務用が増加し続けている。 

 

⑨国際水準ＧＡＰ取得の加速化 

・「２０２０年東京オリンピック・パラリンピック」における食材調達基準としてＧＡＰ（※）の認証取得が採用されたことを契機とし，販路

拡大の視点から，国際水準のＧＡＰを取得する動きが加速化 

※ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）：農業生産管理工程（食品安全，環境保全，労働安全等を確保するための生産工程管理の取組，多様な基準が存在，Ｊ

ＧＡＰ，グローバルＧＡＰ等） 

 

⑩気候変動リスクの高まり 

・豪雨等の異常気象の発生による農業生産や基盤への影響が懸念 

・気候変動による温暖化等に伴い，高温耐性の農作物品種の開発・普及等への要請が高まっている。 

報告事項 資料１参考１ 

コメントの追加 [坪井 知子1]:   

コメントの追加 [石川 恵美2]:  

コメントの追加 [石川 恵美3R2]:  

コメントの追加 [石川 恵美4R2]:  

コメントの追加 [石川 恵美5R2]:  

コメントの追加 [石川 恵美6R2]:  

コメントの追加 [坪井 知子7]: 根拠となるデータや参

考資料をください。 



本市農業の現状 

 

強み 弱み 

 

❶担い手となる経営体の増加 

担い手となる経営体は，平成２５年の６４５経営体から７６０経営体に増加し，このう

ち法人経営体は３１経営体から３９経営体に増加 

 

➋基幹作物・特色ある農産物の存在 

いちご，トマト，なしなどの農業経営の柱となる基幹作物が存在 

また，大谷夏いちご，新里ねぎといった希少性のあるオリジナル農産物が存在 

 

❸市民の地場農産物に関するニーズの高まり 

地産地消推進店の増加や，宇都宮産農産物の消費拡大に向けたキャンペーン等の結果， 

宇都宮産農産物を積極的に購入する考えを持つ市民は増加傾向にあり，市民の地場農産物

に関するニーズは高まっている。 

ＪＡの直売所のほか，民間企業も大規模直売所の運営に取り組み，地産地消の拡大に向

けた有効な販路となっている。 

 

➍食品関連企業の存在 

市内に食品関連企業が多数立地しており，企業との事前契約に基づく栽培による加工・

業務用野菜の生産・流通拡大が見込める。 

 

➎消費地へのアクセスの良さ 

本市は，２２万４千世帯が生活する消費地であり，家庭内消費における農産物（米・野

菜・果樹）の市場規模は，１世帯当たりの平均購入額から２６２億円（米３５億円，野菜

１５３億円，果樹７４億円）と推計 

宇都宮市中央卸売市場は，県内の流通拠点として年間に３００億円の青果を取り扱って

おり，市内に大きなマーケットを抱える。 

本市は，東京，埼玉等の大消費地に隣接し，マーケットへのアクセス性がよい。 

 

➏ＪＡ生産部会のＧＡＰの定着 

ＪＡの生産部会においては，ＪＡ基準のＧＡＰによる生産工程管理の取組が定着 

 

➐ネットワーク型コンパクトシティ（ＮＣＣ）形成ビジョンにおける地域拠点の配置 

市の中心部に配置・形成される「都市拠点」と各地域に配置・形成される「地域拠点」

の２層拠点を配置し，市民生活に必要な機能を充足できる都市の形成方針が示され，その

中で，市街化調整区域における地域拠点において，農業の発展に配慮しながらも，地域住

民の良好な生活環境の維持・向上を図ることが方向付けられた。 

 

 

 

 

❶労働力不足の深刻化 

農業従事者の高齢化率は，平成１７年以降１０年間で５１．３％から５９．１％に増加。高齢化に伴い，農繁期の労働力不足が深刻化 

 

➋集落営農組織化の遅れ 

水田の担い手となる組織については，市内に農業集落が約４００あり，必要な集落営農組織数として，６０～１２０の組織化を目指している

中，地域の合意形成に向け中心となる農業者が不足しており，組織化数は２５経営体にとどまっている。 

 

❸認定農業者の平均所得の伸び悩み 

農業所得１，０００万円以上の経営体が増加する一方で，平均所得は，６８６万円から６８９万円で微増 

土地利用型の認定農業者所得が伸び悩んでおり，他の基幹作物（いちご，トマト等）についても面積当たりの平均収量を下回る生産者が存在 

 

➍経営耕地の縮小・耕作放棄地の拡大 

経営耕地は，平成２２年の１０，７６９ｈａから，平成２７年の９，８９９ｈａへと５年間で８７０ｈａ減少，所有者が耕作する意思のない

耕作放棄地は，平成２２年以降の５年間で４３ｈａ増加 

 

➎ほ場の大区画化と集積の遅れ 

現在のほ場整備の標準区画面積である５０ａ以上のほ場の割合は２割 

大規模経営体が耕作する農地の割合は，１０ｈａ以上の経営体が２４％，２０ｈａ以上の経営体が９%と，県平均（１０ｈａ以上の割合２６％，

２０ｈａ以上１３％）や県内の他の水田地帯と比べ，高い水準にはない。 

 

➏省力化の遅れ 

土地利用型園芸品目は，全国的に機械化，乾燥・調製施設の共同利用が進みつつあるが，本市においては，サツマイモは移植工程等において

機械化が進んでおらず，たまねぎは乾燥・調製工程等において共同施設の共同利用が進んでいない。 

また，共通の問題として重量作物であるため，ほ場からの搬出や荷下ろしの労力が不足 

 

➐直売所の地場農産物の不足 

直売所等の地産地消推進店により，市内で地場産農産物を購入できる店舗は増えているものの，市内の直売所の多くが，直売所に出荷する生

産者の高齢化や，品目や出荷量の不足といった問題を抱えており，消費拡大に向けた機会損失，消費者ニーズとのミスマッチが発生 

 

➑直売所の出荷における生産履歴記帳の不徹底 

直売所においては，生産履歴の管理に取組まれていない店舗があり，安心を求める消費者とのギャップが存在 

 

➒市民の農業理解の伸び悩み 

農業者以外の市民を含めた地域ぐるみの農地・環境保全の仕組みとして，多面的機能支払交付金を活用した組織が設立され，農地の保全活動

に取り組まれているが，近年は，活動組織数，活動面積が横ばいの状況。宇都宮の農業を大切にしたいと思う市民の割合も，近年横ばいの状況 

 

❿引き受け手のない農地の増加 

農業者の高齢化による労働力の減少，自給的農家や土地持ち非農家への世代交代等により，引き受け手のない農地が増加し，経営耕地の減少

と耕作放棄地拡大の原因となっている。 

 

⓫有害鳥獣被害の拡大 

有害鳥獣による農業被害や被害額は拡大傾向にあり，営農環境への影響が懸念される。 
 

報告事項 資料１参考２ 

コメントの追加 [坪井 知子1]: 「農林業センサス等を

活用した推計結果」の米の産出額は増加傾向にある？

コメントの追加 [坪井 知子2]: 根拠となるデータ等も

ください。 

（JA ヒアリング？） 

コメントの追加 [坪井 知子3]: 根拠となるデータ等も

ください。 

（農林業センサス？） 

コメントの追加 [坪井 知子4]: 根拠となるデータ等も

ください。 



 

地域別農業の現状 

 

◎ 趣旨 

   「生産力」「販売力」「地域力」の向上に向け，より効果的に施策事業を進めるため，それぞれの観点から地区

別の現状を分析し，地域別（※）の主な特徴を整理するもの 

   ※ 地域農業の担い手や担い手に集積する農地について話し合う「人・農地プラン」地域会合の単位地域 

（ＪＡうつのみや各地域営農経済センターの対象地域） 

 

１ 地域別の主な特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 資料１参考３ 

 

 

中央 

上河内 

河内 

雀宮 

瑞穂野 

富屋 

国本 

城山 

豊郷 

篠井 

平石 

清原 

横川 

姿川 

【上河内地域】 

・河内地域に次ぐ経営耕地面積を有しており，水田

の割合が高く，土地利用型の担い手が最も多い。 

・環境保全活動組織数が多く，農地カバー率が高

い。 

【河内地域】 

・最大の経営耕地面積を有しており，水田の

割合が大きく，集落営農組織数が最も多い。 

・園芸（施設・露地）の担い手が最も多い。 

【東部地域（豊郷，平石，清原地区）】 

・南部地域に次ぎ，畦畔除去により大区画化が

可能な水田面積が大きい。 

・果樹の担い手が最も多い。 

・環境保全活動の農地カバー率が最も高い。 

【南部地域（横川，瑞穂野，雀宮地区）】 

・畜産（主に，肉用牛）の担い手が最も多い。 

・畦畔除去により大区画化が可能な水田区面積が

最も大きい。 

【西部地域（中央，城山，姿川地区）】 

・人口，世帯数が最も多く，直売所等の数が多い。

・畑や樹園地の割合が大きい。 

・「大谷夏いちご」の企業参入が進んでいる。 

【北部地域（篠井・富屋・国本地区）】 

・市内最大の集落営農組織が存在し，農地集積が

最も進んでいる。 

・直売所を販路とする経営体の割合が最も大きい。



２ 地区別の現状及び特徴 

（位置図） 

 

 

 

【基本データ】 

人口 － 

世帯数 － 

農家戸数 経営耕地面積が１０ａ以上の農業を営む世帯又は農産物

販売金額が年間１５万円以上の世帯 

うち販売農家 経営耕地面積が３０ａ以上の農業を営む世帯又は農産物

販売金額が年間５０万円以上の世帯 

農業経営体 販売農家に組織経営体及び１戸１法人を加えたもの

（経営耕地面積３０a以上，一定基準以上の生産規

模，農作業受託のいずれかに該当） 

農業振興地域農用地 農業振興地域整備計画において総合的に農業の振興を図

ることが相当な地域として指定した地域のうち今後１０

年以上にわたり農業上の利用を確保すべき農地 

市街化区域 － 

市街化調整区域 － 

生
産
力 

経営耕地 農家が経営する耕地（田，畑，樹園地の合計） 

耕作放棄地 １年以上作付けされず，今後数年も作付けする意思のない農地 

経営耕地集積率（１０ha以上） １０ｈａ以上経営する農業経営体に集積される経営耕地の割合 

（２０ha以上） ２０ｈａ以上経営する農業経営体に集積される経営耕地の割合 

後継者がいない販売農家戸数 

経営耕地面積 

－ 

水田の利用状況 水田における作物の作付状況 

畦畔除去により５０a以上に整

備できる水田が１０ha 以上の

区域となる面積※簡易なほ場

整備が可能な水田 

簡易なほ場整備（畦畔除去）により区画拡大が図られ，作業効率の向上等によ

り生産コストの低減が見込める水田面積 

認定農業者 農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて，経営の改

善を進めようとする計画を作成し認定を受けた農業者 

集落営農組織 集落を単位として，農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組む組織 

基幹的農業従事者 販売農家の世帯員のうちふだん仕事として，自営農業に従事した世帯員数 

そのうち７０歳以上の割合 － 

新規就農者（過去５年） 市が認定する青年等就農計画に沿って，新たに農業を始める農業者 

野菜生産経営体 農業経営体のうち販売目的の野菜類の作付経営体（延べ） 

果樹生産経営体 農業経営体のうち販売目的の果樹類の作付経営体（延べ） 

畜産経営体 農業経営体のうち販売目的の家畜等を飼養している経営体 

販
売
力 

直売所等の立地状況 農産物直売機能を有する施設 

（直売所：農家，農業団体が運営，小売：民間企業が運営，そのうちインショッ

プは主にスーパーに設置される直売コーナー） 

直売所を販路とする経営体 農産物の出荷先として直売（直売所）を行う農業経営体 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 農業振興地域農用地のうち，活動組織が水路の草刈りや泥上げや農道の砂利補充

等の共同活動を実施し，農地維持支払交付金の対象となった面積の割合 

市民農園 都市部の住民などが自然や農業に親しむことなどを目的に小面積の農地を利用

し，野菜等を育てるための農園 



■中央地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） １８５，１１１人（３５．４％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ８７，６１４戸（３９．８％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ８２戸（ １．６％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３９戸（ １．０％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４２経営体（ １．０％）

農業振興地域農用地(H30.3) ０ha（   －％）

市街化区域 ３，９１５．７ha（４２．０％）

市街化調整区域     ７５．５ha（ ０．２％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３２ha（０．３％）うち田７３％，畑２１％，樹園地６％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １１ha（１．６％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） － 

       （２０ha 以上の経営体） － 

後継者がいない販売農家戸数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

２３戸※販売農家のうち５９．０％ 

１７ha※経営耕地のうち５３％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５３％，管理調整１８％，園芸１５％，その他７％， 

穀類４％，新規需要米４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

－ 

認定農業者（H30.4 認定） ９経営体（１．２％）うち施設５，土地利用型２，露地１，果樹１ 

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４７人 （０．９％） 

そのうち７０歳以上の人数 ３１人※基幹的農業従事者のうち６６．０％ 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ５人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４７経営体※ほうれんそう，ねぎ等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ９経営体※うめ等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) － 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所（農家，農業団体が運営）： ２軒（１８．２%） 

えきの市場（ＪＡ），アグリランドショップ 

小売（スーパーのインショップ等）：３９軒（６２．９％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

４経営体（０．６％）※農業経営体のうち９．５％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

０％※ 農業振興地域農用地が存在しないため 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） ３か所：１６３区画 

特徴 

・ 農家戸数が少なく，高齢化が最も進んでいる。 

・ 経営耕地は最も少ないが，後継者がいない経営耕地の割合が高い。 

・ 市の中心部であり人口や世帯数が最も多く，大規模な直売所や多くのインショップ等のほか，市民農園の区画

数が多い（河内に次ぎ２番目）。 

 

 

 

★ 



■平石地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ３０，１８６人（ ５．８％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １３，６１９戸（ ６．２％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４２７戸（ ８．２％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３４１戸（ ８．７％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３４９経営体（ ８．８％）

農業振興地域農用地(H30.3) ７７３ha（ ７．７％）

市街化区域 ４９７．１ha（ ５．３％）

市街化調整区域 １，６１７．９ha（ ５．０％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ７４３ha（７．５％）うち田９２％，畑５％，樹園地３％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２４ha（３．６％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） １５％ 

       （２０ha 以上の経営体） ６％ 

後継者がいない販売農家数 

・経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１６５戸※販売農家のうち４８％ 

２５６ha※経営耕地のうち３４％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５９％，穀類１８％，新規需要米９％，園芸８％， 

管理調整４％，その他２％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

１４６ha（１１．６％） 

認定農業者（H30.4 認定） ５４経営体（７．１％） 

うち土地利用型２７，施設１４，果樹７，露地４，畜産２ 

集落営農組織（H29 実績） ４経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４１９人（８．１％）  

そのうち７０歳以上の人数 １７０人※基幹的農業従事者のうち４０．６％ 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ８人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ１０６経営体※トマト，きゅうり等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４８経営体※日本なし等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛５戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：０軒（  －％ 

小売(スーパーのインショップ等)：２軒（３．２％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

７１経営体（１０．３％）※農業経営体のうち２０．３％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

２８％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 後継者を確保していない経営耕地や販売農家戸数の割合は最も低い。 

・ 集落営農組織数（河内に次ぎ２番目）や，土地利用型の担い手（河内，上河内に次ぎ３番目）も比較的多い。

・ 基幹的農業従事者以外の農業従事者で，今後，定年退職する年代層が比較的多い。 

 

 

 

 

★ 



■清原地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ３０，０７３人（ ５．８％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １２，５４１戸（ ５．７％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５４７戸（１０．５％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３８１戸（ ９．８％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３８７経営体（ ９．７％）

農業振興地域農用地(H30.3) １，１２９ha（１１．２％）

市街化区域 ６９４．６ha（ ７．５％）

市街化調整区域 ３，５１８．１ha（１０．９％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ８１８ha（８．３％）うち田６３％，畑２６％，樹園地１１％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １３４ha（１９．９％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） １５％ 

       （２０ha 以上の経営体）  ４％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

２１８戸※販売農家のうち５７％ 

４１７ha※経営耕地のうち５２％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５７％，園芸１２％，新規需要米１１％，管理調整１１％，そ

の他５％，穀類４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

１１０ha（８．７％） 

認定農業者（H30.4 認定） ７１経営体（９．４％） 

うち施設３０，土地利用型１６，果樹１５，露地９，畜産１ 

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５６８人  

そのうち７０歳以上の人数 ２０８人（３７％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) １７人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ３９５経営体※トマト，はくさい，さといも等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ１５２経営体※日本なし，くり等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛１戸，採卵鶏２戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：２軒（１８．２％） 

小売(スーパーのインショップ等)：３軒（ ４．８％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

９８経営体（１４．３％）※農業経営体のうち２５％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

６１％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 畑の割合が最も大きく，施設園芸（上河内，河内に次ぎ３番目）や果樹（城山に次ぎ２番目）の担い手が多い。

・ 集落営農組織はなく，耕作放棄地面積が最も大きい。 

・ 直売所を販路とする経営体数が多く，割合も高い。 

・ 基幹的農業従事者以外の農業従事者で，今後定年退職する年代層が比較的多い。 

 

 

 

★ 



■瑞穂野地区                           （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） １０，２２４人（ ２．０％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ３，４１０戸（ １．５％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３７２戸（ ７．１％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２９０戸（ ７．４％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２９１経営体（ ７．３％）

農業振興地域農用地(H30.3) ６２９ha（ ６．３％）

市街化区域 ７３．３ha（ ０．８％）

市街化調整区域 １，８８１．２ha（ ５．８％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５６４ha（５．７％）うち田８９％，畑１１％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３４ha（５．０％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） ２２％ 

       （２０ha 以上の経営体） １３％ 

後継者がいない販売農家数 

・経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１５３戸※販売農家のうち５３％ 

２３３ha※経営耕地のうち４１％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲６１％，新規需要米１１％，園芸１０％，穀類８％， 

その他６％，管理調整４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

２３４ha（１８．６％） 

認定農業者（H30.4 認定） ６２経営体うち施設２７，露地１０，土地利用型８，畜産７ 

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３５５人  

そのうち７０歳以上の人数 １４５人（４１％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ４人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ２８５経営体※たまねぎ，いちご等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ５経営体※ぶどう等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛３戸，乳用牛２戸，豚２戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

なし 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

５１経営体（７．４％）※農業経営体のうち１８％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

０％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） ２か所：６８区画 

特徴 

・ 人口，世帯数が２番目に少ない。 

・ 畦畔除去により区画拡大可能な面積が大きい（上河内に次ぎ２番目）。 

・ 集落営農組織はなく，土地利用型の担い手も少ない。新規就農者数がに少ない（富屋に次ぎ２番目）。 

・ 環境保全活動組織がなく，農地カバー率が低い。 

・ 基幹的農業従事者以外の農業従事者で，今後定年退職する年代層が比較的多くなっている。 

 

 

★ 



■横川地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ３６，４５０人（ ７．０％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １６，２６１戸（ ７．４％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３６１戸（ ６．９％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２６２戸（ ６．７％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２６５経営体（ ６．７％）

農業振興地域農用地(H30.3) ４９４ha（ ４．９％）

市街化区域 ４８４．３ha（ ５．２％）

市街化調整区域 １，０８３．３ha（ ３．３％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５６３ha（５．７％）うち田９１％，畑９％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２７ha（４．０％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） １９％ 

       （２０ha 以上の経営体） ８％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１３７戸※販売農家のうち５２％ 

２７０ha※経営耕地のうち４８％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５７％，新規需要米１４％，穀類１１％，園芸１０％， 

管理調整５％，その他３％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

７６ha（６．０％） 

認定農業者（H30.4 認定） ４９経営体（６．５％） 

うち施設１８，土地利用型１６，畜産８，露地７ 

集落営農組織（H29 実績） １経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３５５人  

そのうち７０歳以上の人数 １４８人（４１％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ９人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ２５４経営体※ほうれんそう，さといも等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４経営体 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛１２戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：１軒（ ９．０％） 

ＪＡグリーンインターパーク 

小売(スーパーのインショップ等)：１軒（ １．６％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

３８経営体（５．５％）※農業経営体のうち１４％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

２２％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 畜産（全て肉用牛）の担い手が多く，耕種農家と畜産農家が連携した資源循環型農業に取り組まれている。 

 

 

 

 

 

★ 



■雀宮地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

 

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ４２，２５７人（ ８．１％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １６，６０８戸（ ７．５％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３２５戸（ ６．２％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２５１戸（ ６．４％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２５１経営体（ ６．３％）

農業振興地域農用地(H30.3) ５５１ha（ ５．５％）

市街化区域 ７４４．８ha（ ８．０％）

市街化調整区域 １，０５１．３ha（ ３．２％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４６３ha（４．７％）うち田８５％，畑１１％，樹園地４％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４８ha（７．１％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体）  ６％ 

       （２０ha 以上の経営体） ０％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１２１戸※販売農家のうち４８％ 

２５６ha※経営耕地のうち３４％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲６１％，園芸１０％，新規需要米１０％，管理調整１０％，そ

の他６％，穀類２％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

６５ha（５．２％） 

認定農業者（H30.4 認定） ３９経営体（５．２％） 

うち施設１４，露地１３，土地利用型７，畜産３，果樹２ 

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３３９人  

そのうち７０歳以上の人数 １２６人（３７％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ９人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ３１０経営体※ほうれんそう，ねぎ，たまねぎ等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ３６経営体※日本なし 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛２戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：１軒（ ９．０％） 

小売(スーパーのインショップ等)：８軒（１２．９％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

４９経営体（７．１％）※農業経営体のうち２０％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

１０％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） １か所：２４区画 

特徴 

・ １０ha 以上経営する大規模な経営体への農地集積率が低い（中央地区に次ぎ２番目）。 

・ 集落営農組織がなく，水田の担い手は認定農業者が中心となっているが数は少ない。 

・ 多くの直売所やインショップが立地している（中央に次ぎ２番目）。 

・ 環境保全活動に取り組む組織はあるが，カバー率が低い。 

 

 

 

★ 



■姿川地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

 

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ５７，３８０人（１１．０％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ２３，１２３戸（１０．５％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３２９戸（ ６．３％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２５０戸（ ６．４％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２５０経営体（ ６．３％）

農業振興地域農用地(H30.3) ４７３ha（ ４．７％）

市街化区域 １，１１２．３ha（１２．０％）

市街化調整区域 １，２７１．９ha（ ３．９％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５２３ha（５．３％）うち田８４％，畑１３％，樹園地３％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５３ha（７．９％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） １０％ 

       （２０ha 以上の経営体） ８％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１３７戸※販売農家のうち５５％ 

２５１ha※販売農家のうち４８％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５４％，新規需要米１５％，管理調整１３％，園芸１０％，そ

の他６％，穀類２％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

３４ha（２．７％） 

認定農業者（H30.4 認定） ２７経営体（３．６％） 

うち土地利用型１１，施設９，露地４，果樹２，畜産１ 

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３１２人  

そのうち７０歳以上の人数 １２１人（３９％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ６人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ２８４経営体※さといも，はくさい，ねぎ等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ５２経営体※くり等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛１戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：１軒（ ９．０％） 

小売(スーパーのインショップ等)：１軒（ １．６％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

３３経営体（４．８％）※農業経営体のうち１３％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

２６％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 集落営農組織はなく，水田の担い手は認定農業者が中心となっている。 

・ 人口や世帯数が多い地区（中央に次ぎ２番目）であるが，直売所やインショップは少ない。 

 

 

 

 

★ 



■城山地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ２３，５２６人（ ４．５％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ８，９５１戸（ ４．１％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３６０戸（ ６．９％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２７８戸（ ７．１％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２８２経営体（ ７．１％）

農業振興地域農用地(H30.3) ７５９ha（ ７．６％）

市街化区域 ３１８．７ha（ ３．４％）

市街化調整区域 ３，６２６．１ha（１１．２％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ７１５ha（７．２％）うち田７１％，畑１６％，樹園地１４％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １１２ha（１６．６％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） ２８％ 

       （２０ha 以上の経営体） １９％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１６１戸※販売農家のうち５８％ 

４００ha※販売農家のうち５６％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲４８％，穀類１５％，管理調整１４％，園芸１２％， 

新規需要米７％，その他４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

１９ha（１．５％） 

認定農業者（H30.4 認定） ５８経営体（７．７％） 

うち果樹２２，土地利用型１３，施設１２，畜産９，露地２，  

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３８８人  

そのうち７０歳以上の人数 １３９人（３６％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) １０人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ３３５経営体※はくさい，さといも等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ１５５経営体※日本なし等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛１１戸，乳用牛４戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：なし 

小売(スーパーのインショップ等)：３軒（ ４．８％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

６５経営体（９．５％）※農業経営体のうち２３％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

２９％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 集落営農組織がないが，１０ha 以上の経営体への農地集積は進んでいる（篠井，河内に次ぎ３番目）。 

・ 耕作放棄地の面積が大きく（清原地区に次ぎ２番目），後継者がいない経営耕地や農家の割合が最も大きい。 

・ 果樹の担い手が最も多い。 

・ 「大谷夏いちご」栽培における企業参入や業務用さつまいもの生産拡大が図られている。 

（県産地づくりモデル地域育成事業） 

 

 

★ 



■国本地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

 

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） １４，３１７人（ ２．７％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ５，４３６戸（ ２．５％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３３０戸（ ６．３％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２１３戸（ ５．５％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２１５経営体（ ５．４％）

農業振興地域農用地(H30.3) ４３８ha（ ４．４％）

市街化区域 ２０１．０ha（ ２．２％）

市街化調整区域 ２，２２８．２ha（ ６．９％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４５２ha（４．６％）うち田８３％，畑１５％，樹園地２％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５９ha（８．７ha） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） １５％ 

       （２０ha 以上の経営体） １０％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１０３戸※販売農家のうち４８％ 

１７８ha※販売農家のうち３９％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５５％，管理調整１３％，園芸１１％，穀類１０％， 

新規需要米７％，その他４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

１９ha（１．５％） 

認定農業者（H30.4 認定） ３８経営体（５．０％） 

うち施設１６，露地１１，土地利用型９，畜産２ 

集落営農組織（H29 実績） ０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２９２人  

そのうち７０歳以上の人数 １１４人（３９％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ６人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ３４０経営体※ねぎ，はくさい，だいこん等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４５経営体※うめ等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛２戸，乳用牛１戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：なし 

小売(スーパーのインショップ等)：２軒（ ３．２％） 

「ろまんちっく村 あおぞら館」等 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

４９経営体（７．２％）※経営体の２３％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

２９％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） １か所：５５区画 

特徴 

・ 後継者がいない経営耕地や農家戸数の割合が小さい。 

・ 比較的，露地野菜の担い手が多く，特色ある農産物として「新里ねぎ」の生産に取り組まれている。 

・ 「道の駅 ろまんちっく村」があり，直売拠点になっているほか，市民農園の区画数が多く（河内に次ぎ２番

目），農とのふれあいの場となっている。 

 

 

★ 



■篠井地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ２，４５１人（ ０．５％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ７９４戸（ ０．４％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １９６戸（ ３．８％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １５９戸（ ４．１％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １６１経営体（ ４．１％）

農業振興地域農用地(H30.3) ５６６ha（ ５．６％）

市街化区域 ０．０ha（   ‐）

市街化調整区域 ２，６６０．０ha（８．２％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４８５ha（４．９％）うち田９１％，畑５％，樹園地４％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２２ha（３．３％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） ３９％ 

       （２０ha 以上の経営体） ２２％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

９２戸※販売農家のうち５８％ 

２０４ha※販売農家のうち４２％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲４７％，穀類１５％，園芸１３％，新規需要米１２％，管理調

整８％，その他４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

３３ha（２．６％） 

認定農業者（H30.4 認定） ２６経営体（３．４％） 

うち土地利用型１４，施設４，果樹４，畜産３，露地１ 

集落営農組織（H29 実績） １経営体（しのい夢ファーム） 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２３４人  

そのうち７０歳以上の人数 １０６人（４５％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ５人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ１５５経営体※だいこん，はくさい等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４６経営体※りんご等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 乳用牛１戸，肉用牛１戸，採卵鶏１戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：なし 

小売(スーパーのインショップ等)：なし 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

４１経営体（６．０％）※農業経営体のうち２５％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

３３％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） １か所：１２区画 

特徴 

・ １０ha 以上の大規模経営体への農地集積が最も進んでいるが，後継者がいない農家数の割合が大きい。 

・ 水田において，水稲以外の作物を作付する割合が大きい。 

・ 直売所を販路とする経営体数が多く，その割合が最も大きい。 

 

 

 

★ 



■富屋地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ３，９３４人（ ０．８％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １，５４３戸（ ０．７％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １６４戸（ ３．１％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １２７戸（ ３．３％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １３０経営体（ ３．３％）

農業振興地域農用地(H30.3) ３５５ha（ ３．５％）

市街化区域 ０．０ha（  ‐％）

市街化調整区域 １，７０２．３ha（５．３％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３６８ha（３．７％）うち田９２％，畑６％，樹園地２％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １７ha（２．５％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） ２１％ 

       （２０ha 以上の経営体）  ０％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

６４戸※販売農家のうち５０％ 

１６４ha※販売農家のうち４５％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５３％，穀類１４％，新規需要米１４％，園芸９％， 

管理調整６％，その他４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

３７ha（２．９％） 

認定農業者（H30.4 認定） ３６経営体（４．８％） 

うち土地利用型１９，施設１２，畜産３，露地１，果樹１ 

集落営農組織（H29 実績） １経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １６４人  

そのうち７０歳以上の人数 ５９人（３６％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ２人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ１６６経営体※だいこん，トマト等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４５経営体※かき，うめ等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 乳用牛１戸，肉用牛１戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：なし 

小売(スーパーのインショップ等)：なし 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

２７経営体（３．９％）※農業経営体のうち２１％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

６３％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 水田の割合が大きく土地利用型の担い手も比較的多いが，２０ha 以上の経営体への農地集積は進んでいない。

・ 耕作放棄地が少ない（中央に次ぎ２番目）。 

・ 基幹的農業従事者のうち７０歳以上の割合が少ない。 

・ 環境保全活動カバー率が高い（豊郷に次ぎ２番目）。 

 

 

 

★ 



■豊郷地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ４１，０１３人（ ７．８％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １６，５９１戸（ ７．５％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３４７戸（ ６．７％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２４９戸（ ６．４％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ２５６経営体（ ６．４％）

農業振興地域農用地(H30.3) ５４８ha（ ５．５％）

市街化区域 ５５３．０ha（ ５．９％）

市街化調整区域 １，９１３．９ha（ ５．９％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５９７ha（６．０％）うち田８８％，畑１０％，樹園地２％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３９ha（５．８％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） １９％ 

       （２０ha 以上の経営体） ０％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

１３２戸※販売農家のうち５３％ 

２８３ha※販売農家のうち４８％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５４％，園芸１１％，穀類１０％，新規需要米１０％， 

その他８％，管理調整７％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

７５ha（５．９％） 

認定農業者（H30.4 認定） ４４経営体（５．８％） 

うち土地利用型１４，施設１３，露地１２，果樹４，畜産１） 

集落営農組織（H29 実績） ３経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ３３１人  

そのうち７０歳以上の人数 １３１人（４０％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) ５人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ２０９経営体※ねぎ，だいこん等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４４経営体※日本なし等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 採卵鶏２戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：１軒（ ９．０％） 

小売(スーパーのインショップ等)：１軒（ １．６％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

２３経営体（３．３％）※農業経営体のうち９％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

７５％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 集落営農組織はあるが，２０ha 以上の経営体への集積は進んでいない。 

・ 露地野菜の担い手が比較的多い。 

・ 直売所を販路とする経営体の割合が最も小さい。 

・ 環境保全活動カバー率が最も高い。 

 

 

 

★ 



■河内地区                            （  ）内は市域全体に占める割合 

 

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） ３５，５３３人（ ６．８％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) １０，３９１戸（ ４．７％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ６５８戸（１２．６％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５０３戸（１２．９％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５２１経営体（１３．１％）

農業振興地域農用地(H30.3)  １，７０３ha（１７．０％）

市街化区域 ５６９．７ha（ ６．１％）

市街化調整区域 ４，１９３．１ha（１３．０％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １，９００ha（１９．２％）※田９５％，畑３％，樹園地２％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５１ha（７．６％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） ３５％ 

       （２０ha 以上の経営体） １４％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

２６５戸※販売農家のうち５３％ 

７３６ha※販売農家のうち３９％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５３％，新規需要米１７％，穀類１４％，園芸９％， 

管理調整４％，その他４％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

１５８ha（１２．５％） 

認定農業者（H30.4 認定） １３０経営体 

うち土地利用型５８，施設３６，露地２３，果樹１０，畜産３） 

集落営農組織（H29 実績） １０経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ７００人  

そのうち７０歳以上の人数 ２６９人（３９％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) １４人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４５８経営体※ねぎ，なす等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ５５経営体※日本なし等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 乳用牛２戸，肉用牛２戸，採卵鶏１戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：１軒（ ９．０％） 

小売(スーパーのインショップ等)：２軒（ ３．２％） 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

６２経営体（９．１％）※農業経営体のうち１２％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

４９％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） １か所：２１３区画 

特徴 

・ 経営耕地が最も大きく，水田の割合が大きい。 

・ 集落営農組織が最も多く，１０ha 以上の大規模な経営体への農地集積が進んでいる（篠井に次ぎ２番目）。 

・ 認定農業者が最も多く，その中でも土地利用型や露地野菜の担い手が多い。 

・ 市が運営する「河内ふれあい市民農園」があり，市民農園の面積，区画数ともに最大である。 

・ 基幹的農業従事者以外の農業従事者で，今後定年退職する年代層が多い。 

 

 

★ 



■上河内地区                           （  ）内は市域全体に占める割合 

  

【基本データ】 

人口(H30.5 住民基本台帳） １０，００７人（ １．９％）

世帯数(H30.5 住民基本台帳) ３，４２８戸（ １．６％）

農家戸数(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ７２０戸（１３．８％）

うち販売農家(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５６２戸（１４．４％）

農業経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ５７０経営体（１４．４％）

農業振興地域農用地(H30.3) １，６１９ha（１６．１％）

市街化区域 １４２．２ha（ １．５％）

市街化調整区域 ５，５３７．５ha（１７．１％）

生
産
力 

経営耕地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) １，６７５ha（１６．９％）うち田９５％，畑３％，樹園地２％ 

耕作放棄地(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ４３ha（６．４％） 

経営耕地集積率（１０ha以上の経営体） ２８％ 

       （２０ha 以上の経営体）  ９％ 

後継者がいない販売農家数・ 

経営耕地面積(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

３００戸※販売農家のうち５３％ 

７４７ha※販売農家のうち４５％ 

水田の利用状況 

(H29 実績：水田台帳より集計) 

水稲５６％，新規需要米１７％，穀類８％，園芸７％， 

その他７％，管理調整５％ 

畦畔除去により５０a以上に整備できる水

田が１０ha以上の区域となる面積 

２４９ha（１９．７％） 

認定農業者（H30.4 認定） １２１経営体（１６．０％） 

うち土地利用型６０，施設４２，露地１５，果樹２，畜産２） 

集落営農組織（H29 実績） ２経営体 

基幹的農業従事者(H27 農林業ｾﾝｻｽ) ６９４人  

そのうち７０歳以上の人数 ２９８人（４３％） 

新規就農者（過去５年）(H25～29 実績) １０人 

野菜生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ４４１経営体※だいこん，はくさい，ねぎ等 

果樹生産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 延べ３６経営体※ぶどう等 

畜産経営体(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 肉用牛４戸，乳用牛２戸，採卵鶏１戸 

販
売
力 

直売所等の立地状況 

（H30.9 うつのみや地産地消推進店） 

直売所(農家，農業団体が運営）：２軒（１８．２％） 

ＪＡグリーンかみかわち 農産物直売所等 

小売(スーパーのインショップ等)：なし 

直売所を販路とする経営体 

(H27 農林業ｾﾝｻｽ) 

７４経営体（１０．８％）※農業経営体のうち１３％ 

地
域
力 

環境保全活動カバー率 

（H29 農地維持支払対象面積から算出） 

５０％ 

市民農園（H30.3県市民農園開設状況調査） なし 

特徴 

・ 経営耕地が大きく（河内に次ぎ２番目），水田の割合が大きい。 

・ 畦畔除去により区画拡大可能な面積が最も大きい。 

・ 認定農業者数が多く（河内に次ぎ２番目），その中でも土地利用型や施設園芸の担い手が最も多い。 

・ 基幹的農業従事者以外の農業従事者で，今後定年退職する年代層が多い。 

 

 

★ 



 
 

 

課題の分類 

 

生産力 販売力 地域力 

【地域に必要な担い手の確保・育成】 

効率的な生産活動を行う大規模な経営体の育成 脅威×弱みⅣ 

今後も農地所有者の世代交代や農家数の減少が見込まれることから，農

地を維持・有効活用するため，効率的な生産活動を行う大規模な経営体を

増やすことが必要 

 

若年の新規就農者の確保 機会×強みⅠ 

本市の４０歳未満の新規就農数は増加傾向にあるが，将来の担い手を確

保するため，引き続き，農業次世代人材投資資金の活用等により，意欲あ

る若年新規就農者の確保に取組むことが必要 

 

【生産体制の高度化・効率化】 

土地利用型園芸の生産性向上 脅威×弱みⅣ 

たまねぎ，さつまいも，にんじん等の土地利用型園芸は，各作物の生産

工程上の問題を踏まえ，生産効率を向上するための機械導入・施設整備や，

労働力確保対策を検討し，土地利用型の認定農業者や集落営農組織の所得

向上と農地の有効利用に結び付けることが必要 

 

機械化・スマート農業の推進 脅威×弱みⅣ 

スマート農業のより効果的な導入に向けて，土地利用型におけるほ場の

大区画化など農業生産基盤の整備が必要 

また，他の作物においても，先端技術の導入による効率化の可能性を注

視することが必要 

 

高収益作物の生産拡大 脅威×弱みⅣ 

農業所得の向上に向けて，農地をフル活用しながら，高収益作物の生産

拡大を推進することが必要 

 

農地集積による担い手の経営規模の拡大 機会×弱みⅢ 

農地中間管理機構や市の農業公社との連携により，農作業受委託や貸借

等による農地集積を図り，担い手の経営規模の拡大を促進することが必要 

 

【生産性・効率性の高い生産基盤の整備】 

効率的な生産基盤の整備（水田再整備・大区画化） 機会×弱みⅢ 

認定農業者の所得が伸び悩む中，土地利用型農業の生産性を向上するた

め，農地の大区画化等の基盤整備により，水稲の生産性の向上や，土地利

用型の園芸作物の導入に向けた環境を整備することが必要 

 

災害等に強い環境づくり 脅威×弱みⅣ 

自然災害等に対する防災・減災，早期復旧に向けた体制づくりが必要 

 

 

 

【マーケティングの強化】 

国内外の販路創出・拡大 機会×強みⅠ 

拡大する国外の農産物のマーケットを狙った生産・出荷の拡大の機会を

逃さないようにするため，人口増加が予測される地域の輸出規制撤廃等の

輸出障壁の動向を把握するとともに，基幹作物等の輸出の可能性を出荷団

体・地域商社や県等の関係機関とともに検討することが必要 

 

宇都宮産農産物の魅力ＰＲ 脅威×強みⅡ 

宇都宮産農産物の知名度向上に向けて，ブランド農産物を中心とした宇

都宮産農産物の魅力を発信するための取組が必要 

 

【市場を意識した農産物の生産振興】 

ブランド園芸品目の生産拡大・知名度向上 脅威×強みⅡ 

いちご，トマト，なし等の基幹作物や，大谷夏いちご，新里ねぎ等の特

色のある農産物について，技術の高度化による生産性の向上や新規の生産

者の確保などにより，生産量の拡大に取組むとともに知名度の向上に取組

むことが必要 

 

需要を見据えた生産・販売の強化 脅威×強みⅡ 

市場外流通や食の外部化に伴う加工業務用需要の拡大に対応し，土地利

用型園芸作物の生産を拡大するなど，農業所得を向上するため，食品事業

者それぞれのニーズに対応する生産・販売を拡大することが必要 

 

安全・安心の見える化（販路拡大） 機会×弱みⅢ 

更なる販路拡大に向けて，ＧＡＰ導入など生産工程の見える化が必要 

 

【市民と農家を結ぶ地産地消の強化】 

地産地消の拡大 機会×強みⅠ 

５２万人の市民による大きな農産物需要に対応した農業振興を図るた

め，消費拡大に向けた機会を逃さないよう直売所等の販売場所を拡大して

いくことが必要 

 

安全・安心の見える化（地産地消） 機会×弱みⅢ 

市内の消費者の信頼感を高めて消費を拡大するため，生産工程や生産者

の見える化が必要 

 

 

 

 

【農村の活性化】 

定年帰農の推進 機会×弱みⅢ 

農地所有者の世代交代や高齢化が進む状況を踏まえ，定年帰農について

は，集落営農組織等大規模経営体の労働力や直売所の出荷者等の地域の農

業を支える人材を確保することを目的に推進することが必要 

 

ユニバーサル農業の推進 脅威×弱みⅢ 

県において農業と福祉のマッチングを行う「セルプセンター」が設立さ

れるなど仕組みの構築が進む中，本市においても，農業における労働力の

確保と障がい者の働く場づくりに向けて，農業と福祉の連携の強化が必要

 

農地の守り手の確保・育成（耕作放棄地の未然防止） 脅威×弱みⅢ 

荒廃農地が減少する一方，予備群である耕作意思のない経営耕地は増加

傾向にあることから，現在，上河内地区のみで実施されている引き受け手

のない農地の維持・保全について，他の必要な地域への取組の拡大が必要

 

環境保全型農業の促進 脅威×弱みⅣ 

持続性の高い農業への関心が高まる中，農地の多面的機能を維持・向上

するための活動の強化等により環境保全型農業を促進することが必要 

 

ＮＣＣ形成ビジョンに基づく地域拠点の活性化 機会×弱みⅠ 

「ＮＣＣ形成ビジョン」において，市街化調整区域にも地域拠点が設け

られ，日常生活を支える機能の集積が方向付けられたことから，都市計画

制度と連携した農村コミュニティの活性化に向けた施策が必要 

 

【農業・農村の魅力発信】 

市民の農業理解の促進 機会×弱みⅢ 

多面的機能の維持・向上を担う人材の確保等，身近で農業の大切さを感

じてもらうための取組が必要 

本市の農業を応援する人材を確保するため，市民が農業と触れ合う機会

の充実や，地場農産物の購入等を通じて，身近で農業の大切さを感じても

らうための取組が必要 

 

【都市農業の振興】 

都市農業の振興・都市農地の保全 機会×弱みⅢ 

都市農業が持つ多様な機能の発揮に向けて，市街化区域における農地の

保全を図ることが必要 

 

 

 
 

報告事項 資料１参考４ 



地産地消に関する取組方針について 

◎ 趣旨 

  「第２次宇都宮市食料・農業・農村基本計画」（以下「基本計画」という。）の見直しに合わせて，「第２次宇

都宮市地産地消推進計画」を見直し，基本計画に盛り込むに当たり，その取組方針と施策体系を整理するもの 

 
１ 地産地消に関する取組方針について 

 ⑴ 「宇都宮市地産地消推進計画」策定の目的 

    安全で安心な農産物を消費者にいつでも供給できるよう，本市の農業を将来にわたって維持し，発展さ

せること及び，市民への健全な食生活の普及を目的とし，地域で生産された農産物を地域で消費する「地

産地消」に取り組む指針として策定するもの（宇都宮市地産地消の推進に関する条例第１８条） 

 

 ⑵ 現状と課題（「第２次宇都宮市地産地消推進計画」の取組の評価） 

  ア 基本目標１ 地場農産物の生産振興と消費拡大 

   【現状】 

・ 目標「うつのみや産農産物を積極的に選択する割合」 

年度 Ｈ２５（当初） Ｈ２９ Ｈ３０（最終） 進捗率 

年度目標 ― ６６．５％ ７０％

Ａ 実績 ５２．５％ ７７．４％ ― 

達成率 ― １１６．４％ ― 

（宇都宮市「市政に関する世論調査」） 

   ・ うつのみや地産地消推進店認定数（うち農産物直売所数） 

     Ｈ２５：７５店舗（５店舗）  Ｈ２９：１３６店舗（１０店舗） 

・ 地産地消に対して改善してほしい点（市民アンケート調査） 

「価格」・・・・・・・・・１９％，「無農薬・有機栽培」・・・１４％ 

「購入場所が近くにある」・１１％，「生産・流通情報の明示」・１１％ 

   【課題】 

   ・ 引き続き，購入の場や機会の拡充に取り組むとともに，それらの情報の効果的な発信により消 

費者の購入意欲の喚起に取り組む必要がある。 

⇒ 手に入れやすい仕組みづくり：販売力－３－⑴  

市民が支える仕組みづくり ：販売力－３－⑵  

・ 消費者の安心感につながる農産物の生産振興に取り組む必要がある。 

⇒ 安心感を高める仕組みづくり：販売力－３－⑶  

 

  イ 基本目標２ 健全な食生活の実現 

   【現状】 

・ 目標「出荷者すべてが生産履歴を記帳している直売所の割合」 

年度 Ｈ２４（当初） Ｈ２９ Ｈ３０（最終） 進捗率 

年度目標 ― ９０％ １００％

Ｃ 
実績 ４０％ ４４．０％ ― 

達成率 ― ４８．９％ ― 

参考※ ７０．０％ ８４．０％ ― 

※ 出荷者の一部が生産履歴を記帳している直売所の割合     （栃木県「農産物直売所等の設置状況調査」） 

【課題】 

・ 消費者の安心感を高めるため，生産工程を確認できる仕組みを整備する必要がある。 

⇒ 安心感を高める仕組みづくり：販売力－３－⑶  

議案 資料１ 



  ウ 基本目標３ 都市と農村の交流促進 

【現状】 

・ 目標「ふれあい交流イベント入場者数※」 

   ※ 宇都宮さつき＆花フェア（５～６月），うつのみや食育フェア（１０月），宇都宮農林業祭（１１月）の入場者数の合計 

年度 Ｈ２５（当初） Ｈ２９ Ｈ３０（最終） 進捗率 

年度目標 ― １５．６万人 １６万人

Ｂ 実績 １４万人 １３．２万人 ― 

達成率 ― ８４．６％ ― 

（宇都宮さつき＆花フェア実行委員会・うつのみや食育フェア実行委員会・宇都宮市農林業祭開催委員会調べ） 

【課題】 

・ 引き続き，農とのふれあいを通じて，農業の魅力や大切さの理解促進を図る取組が必要である。 

⇒ 市民が支える仕組みづくり：販売力－３－⑵  

 

 ⑶ 取組方針（「第２次宇都宮市食料・農業・農村基本計画」における施策体系上の位置付け） 

「第２次宇都宮市地産地消推進計画」の取組の評価を踏まえて，需要に応じた農産物の生産振興を図りな

がら，「手に入れやすい仕組みづくり」，「市民が支える仕組みづくり」，「安全・安心の見える化」を軸とし，

地産地消の拡大に取り組む。 

 

【計画体系（見直し後の施策体系）】 

 Ⅱ 販売力 

基本施策 個別施策 施策事業 

３市民と農家

を結ぶ地産

地消の強化 

⑴手に入れやすい仕組みづくり 量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大 

直売所等の充実・強化 
⑵市民が支える仕組みづくり 宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

学校給食等における地産地消の推進 
農と食に関する意識啓発・魅力発信 
農育・食育体験活動等の充実・強化 

⑶安心感を高める仕組みづくり 生産工程の見える化 

環境にやさしい農業の推進 

 

 

   【参考】第２次宇都宮市地産地消推進計画の施策体系 

基本目標 基本施策 

基本目標１ 

地場農産物の生産振興

と消費拡大 

１ 地産地消推進のための啓発活動の促進 

２ 地域での地場農産物の利用拡大 

３ 魅力ある農産物の生産振興 

基本目標２ 

健全な食生活の実現 

４ 安全・安心な農産物等の供給促進 

５ 食育の推進，食文化の継承等 

基本目標３ 

都市と農村の交流促進 

６ 豊かな農資源を生かした都市と農村の交

流促進 

 

市民が支える仕組みづくり

⇒市民が支える仕組みづくり 

⇒手に入れやすい仕組みづくり 

安心感を高める仕組みづくり 



前回の地産地消推進会議における意見等に関連する施策事業 

  

発言者 意見等 関連する施策事業 

篠﨑 

委員 

・学校給食に地元農産物を取り入れたり，児童・生徒が生産者

の元へ農業体験しに行ったり等，買う方の意識を重要視す

べき。 

 

 

 

 

・量販店のコーナーはより一層規模を大きくしてもよい。 

 

 

・情報発信についてはスマートフォン等を活用していくべき。

 

 

 

 

 

・健康ポイント制度も開始されたし，地産地消においてもポ

イント制があるとよい。 

 

・ＬＲＴの車両基地に道の駅のような場所を作るのもよい。

【Ⅱ－３－（２）】 

学校給食等における地産地消の推進 

【Ⅱ－３－（２）】 

農育・食育体験活動等の充実・強化 

【Ⅲ－３－（１）】 

（学校における食農体験活動の実施） 

 

【Ⅱ－３－（１）】 

量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大

 

【Ⅱ－３－（２）】 

食と農に関する意識啓発・魅力発信 

【Ⅱ－１－（２）】 

（多様なメディアを活用した広告・宣伝の強

化） 

 

【Ⅱ－３－（１）】 

量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大

 

― 

小林 

委員 

・そもそもなぜ地産地消が必要なのかを周知すべき。 【Ⅱ－３－（２）】 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

佐藤 

委員 

・地産地消のメリットの他，農地を維持していくことの大切

さも伝えるべき。 

【Ⅱ－３－（２）】 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

【Ⅱ－３－（２）】 

農育・食育体験活動等の充実・強化 

【Ⅲ－３－（１）】 

（学校における食農体験活動の実施） 

増渕 

委員 

・資料の取組状況で進んでない箇所を見ていくと，広報活動

が進んでいない箇所のようである。 

【Ⅱ－３－（２）】 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

松本 

委員 

・地産地消という言葉は浸透しているが，地産地消の仕組み

を分かりやすく伝える必要がある。 

 

・生産者が地産地消だけで食べていけるのか。出口を考える

とともに，生産を強化すべき。 

 

 

・ポイント制や地域通貨制度を導入することや，宇都宮市産

を消費し，農業を応援する楽しさを伝えていくべき。 

【Ⅱ－３－（２）】 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

 

【Ⅱ－１，Ⅰ】 

（販売力のうち基本施策「マーケティングの

強化」，生産力が関連） 

 

【Ⅱ－３－（１）】 

量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大

【Ⅱ－３－（２）】 

農と食に関する意識啓発・魅力発信 

議案 資料２ 



 

志賀 

会長 

・学校給食においては，県との連携も大切。 

 

 

・若い世代へのアプローチ方法を検討すべき。 

 

 

 

 

 

・宇都宮市産を充実させ，買いやすい環境づくりが大切。 

 

 

・市民に理解してもらえる機会を増やすべき。 

 

 

・ＧＡＰや生産履歴の取組を積極的にやろうとする意識が必

要であり，安全安心なシステム作りを行うことで，地産地

消につなげるべき。 

 

・地産地消を進めるにあたっては，グローバル化等に対応す

るためにも生産振興も強化すべき。 

【Ⅱ－３－（２）】 

学校給食等における地産地消の推進 

 

【Ⅱ－３－（２）】 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

【Ⅱ－１－（２）】 

（多様なメディアを活用した広告・宣伝の強

化） 

 

【Ⅱ－３－（１）】 

量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大

 

【Ⅱ－３－（２）】 

宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 

 

【Ⅱ－３－（３）】 

生産工程の見える化 

 

 

【Ⅰ】 

（生産力が関連） 



 

新しい食料・農業・農村基本計画（案）における「地産地消」に関する具体的な事業のイメージ 

基本施策 個別施策 施策事業 具体的な事業イメージ 

３市民と農

家を結ぶ

地産地消

の強化 

⑴手に入れやすい仕組みづくり 量販店等における宇都宮産農産物の流通拡大 ・地産地消強化月間と関連したフェア・キャンペーン等の開催（市，推進店） 

・うつのみや地産地消推進店のＰＲ（市，推進店） 

・地場農産物・販売店等マッチング事業（市） 

・アグリビジネス創出促進事業（市） 

・多品目野菜栽培講習会等の開催（ＪＡ） 

・インショップの充実（ＪＡ） 

直売所等の充実・強化 ・イメージアップ事業（市） 

・県と連携した直売所巡回（市） 

・多品目野菜栽培講習会等の開催（ＪＡ）【再掲】 

・インショップの充実（ＪＡ）【再掲】 

・ＪＡ直売所間のネットワーク構築（ＪＡ） 

⑵市民が支える仕組みづくり 宇都宮産農産物の購入意欲の喚起 ・地産地消の意義や必要性等の意識啓発（市，推進店，ＪＡ，生産者） 

・地産地消強化月間と関連したフェア・キャンペーン等の開催（市，推進店）【再掲】 

・うつのみや地産地消推進店のＰＲ（市，推進店）【再掲】 

・ＳＮＳ等（スマートフォン）を活用した意識啓発・魅力発信（市） 

・ＰＲ資材等（紙媒体）を活用した意識啓発・魅力発信（市） 

学校給食等における地産地消の推進 ・学校給食等における宇都宮産農産物の利用促進（市） 

・うつのみや菜ハイウエイシステムの活用（市） 

・はじめてごはん事業，げんきにごはん事業（市） 

農と食に関する意識啓発・魅力発信 ・ＳＮＳ等（スマートフォン）を活用した意識啓発・魅力発信（市）【再掲】 

・ＰＲ資材等（紙媒体）を活用した意識啓発・魅力発信（市）【再掲】 

・農林業祭等における意識啓発・魅力発信（市） 

農育・食育体験活動等の充実・強化 ・市民農園の管理運営（市） 

・食農体験学習事業の実施（市） 

・農林業祭等における意識啓発・魅力発信（市）【再掲】 

⑶安心感を高める仕組みづくり 生産工程の見える化 ・生産履歴の記帳・保管の徹底（生産者） 

・生産履歴講習会の開催（市） 

・ＧＡＰ講習会の開催（市） 

環境にやさしい農業の推進 ・環境保全型農業直接支払事業（市） 

主な取組主体：市（＝市または地産地消推進協議会），推進店（＝うつのみや地産地消推進店），生産者，ＪＡ 

当日配布資料 参考資料 
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実施日 人数等 内    容 場所等 

H30.4.2 ～

6.30 

応募総数 

442 件 

うつのみや地産地消推進店（宿泊施設）における「うつのみやの

あさごはんフェア」の実施 

 

◆内容 栃木デスティネーションキャンペーンにおいて，宇都宮

市産農産物の利用及び消費拡大を図るため，うつのみや地産地消

推進店（宿泊施設）にて，宇都宮市産農産物を使用した施設ごと

のオリジナル地産地消朝食メニューを提供。店舗設置のアンケー

トに記入し，応募すると宇都宮市産農産物等のプレゼントが当た

る企画を実施。 

⇒７店舗が参加 

 

 

 

 

 

 

・宇都宮グランド

ホテル 

・ホテルアールメ

ッツ宇都宮 

・宇都宮東武ホテ

ルグランデ 

・ホテル・ザ・セ

ントレ宇都宮 

・ホテルマイステ

イズ宇都宮 

・ホテル丸治 

・ホテルニューイ

タヤ 

H30.6.4 ～

6.29 

来店者数 

1,357 名 

「るるぶキッチン AKASAKA 宇都宮フェア」の実施 

 

◆内容 東京にある㈱JTB パブリッシングが運営する「るるぶキ

ッチン AKASAKA」において，宇都宮市産農産物のＰＲを行うこと

により，首都圏から宇都宮市への観光客の誘導を図るため，宇都

宮市産農産物を使用したオリジナル

メニューを提供。 

⇒使用品目 

 大谷夏いちご，宇都宮牛， 

宇都宮産とちぎゆめポーク 

宇都宮産トマト， 

宇都宮ブリッツェン米 

⇒提供メニュー    

 ・大谷夏いちごのベリーボニータ 

 ・宇都宮牛のスカロッピーナ 

サルサベルデソース 

 

 

その他 報告事項 



 ・とちぎゆめポークのとろーりチーズパルミジャーナ 

  宇都宮産トマトのソースがけ 

 ・宇都宮産トマトのブルスケッタ 

  雷都物語田舎みそ仕立て 

 ・若山農場たけのこと宇都宮ブリッツェン米の手毬寿司 

H30.6.7 ～

8.31 

アンケート

139 件回収 

「大谷夏いちご×宇都宮カクテル倶楽部キャンペーン」の実施 

 

◆内容 宇都宮市を訪問した観光客や市内消費者に対し，大谷夏

いちごの認知度向上及び消費拡大を図るため，宇都宮カクテル倶

楽部の一部店舗において，大谷夏いちごを使用した，店舗ごとの

オリジナルカクテルを提供。店舗設置のアンケートに記入する

と，抽選で「特製大谷石コースター」がその場で当たるプレゼン

ト企画を実施。 

⇒６店舗が参加 

 

 

 

 

 

 

・パイプのけむり

池上町本店 

・BAR Khan 

・バー・フェイク

・HARU パイプ

のけむり 

・バー・ヤマノイ

・ヒーローズ 

H30.10.8 アンケート

119 件回収 

「うつのみやマルシェ」の開催 

 

◆内容 うつのみや地産地消推進店の利用促進や地場産農産物

の消費拡大を図るため，東武宇都宮百貨店において開催される栃

ナビ！マルシェパンまつりと同時開催で「うつのみやマルシェ」

を開催。 

【出展者及び出展内容】 

・アグリランドシティショップ（農産物直売コーナー） 

・宇都宮ブリッツェンファーム（新米コーナー） 

・若山商店 

（アグリネットワークコーナー） 

・宇都宮市地産地産地消推進会議

（農業王国うつのみやＰＲコーナ

ー，アンケートに協力いただいた方

に，地産地消啓発グッズをプレゼン

ト） 

東武宇都宮百貨

店 



 

H30.10.13 アンケート

39 件回収 

「うつのみや地産地消マルシェ」の開催 

 

◆内容 宇都宮市産農産物の認知度向上及び消費拡大を促進す

るため，宇都宮農業協同組合，南図書館カフェ「ラウハ・クッカ」

（うつのみや地産地消推進店）と共催し，うつのみや地産地消マ

ルシェ及び地産地消パネル展を開催。 

【うつのみや地産地消マルシェ】 

  日時 １０月１３日 

内容 農業王国うつのみやのＰＲ，新米や梨の試食，アンケ 

ートに協力いただいた方に，地産地消啓発グッズをプ 

レゼント 

【パネル展】 

  期間 １０月１１日～１０月３０日 

内容 地産地消のメリットや宇都宮市産農産物の紹介等 

 

 

 

 

 

 

 

南図書館 

H30.10.1

～11.30 

 

 

 

 

 

 

 

応募数 

831 通 

(H30.10.31

日時点) 

「採れたて うつのみや まるかじりキャンペーン」の実施 

 

◆内容 

①実施店舗 

うつのみや地産地消推進店である直売所・小売店のうち４６

店舗 

②集計結果(H30.10.31 時点) 

  配布シール枚数：１，１９７，０００枚 

応募数：８３１通 

とりせん，四季菜

堂など４６店舗 
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